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  午前１０時００分 開  議 

 

○相田克平議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 一般質問 

 

○相田克平議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、本市におけるドラッグストアチェーンの

増加について、１番佐野洋平議員。 

  〔１番佐野洋平議員登壇〕（拍手） 

○１番（佐野洋平議員） それでは、一般質問をさ

せていただきます。 

  一新会の佐野洋平でございます。 

  まず初めに、傍聴にお越しいただいている市民

の皆様、本当にありがとうございます。また、動

画等で御覧いただいている市民の皆様もいるか

と思います。本当にありがとうございます。 

  さて、今回、私は一般質問、本市におけるドラ

ッグストアチェーンの増加についてということ

で質問させていただきたいと思います。 

  皆さん、お気づきの点があるかと思いますが、

あるいはお感じになっている点があるかと思い

ますが、米沢市においてドラッグストアチェーン

が急激に増えている、そんな肌感覚をお持ちの市

民の皆様も多くいらっしゃるのではないかと思

います。米沢の中心の大通りを南から北に車で走

らせてみますと、だんだんとドラッグストアが増

えてきている、そういう現象があります。 

  特に中心市街地の旧大沼店舗、こちらも今現在

はドラッグストアになっております。これは考え

方が、あるいは判断が分かれるかもしれませんが、

中心市街地がドラッグストアチェーンになった

というところにおいて、米沢の中心市街地も郊外

化が進んでいる、そういった見方もできるのでは

ないでしょうか。 

  もちろんここで誤解を招くようなことがあって

はならないので、一つ留保しておきたいのですが、

決してドラッグストアチェーンの進出が悪いと

いうわけではありません。ここは一つ留保してお

く必要があるだろうと思います。問題は、まち全

体に関わるドラッグストアチェーンと、要するに

市場と社会の在り方をどのようにまちづくりの

中でバランスを取っていくのか、そういった視点

が大事になるのだろうと、そのように私は考えて

おります。 

  大きな視座を考えてみますと、今現在、私は1981

年生まれですけれども、この約40年間でＩＴグロ

ーバル化がどんどん進んでいます。世界はＧＡＦ

Ａと呼ばれるようなＩＴグローバル企業、最近で

すとデジタル関連サービスの貿易赤字は大きく

膨らんでおります。あるいは食料に関しても、食

料自給率の低迷の長期化、こういったことも大き

なグローバル経済の中で我が国の置かれている、

そしてこの地域が直面している経済環境の大き

な枠組みの一つであります。 

  また、ナショナルブランドの進出というのも、

地域経済にとって大きな進捗を見せた40年だっ

たのではないかと思います。個々の商店街や小さ

な小売店の事業主、そういったところから大手量

販店に変わっていき、そしてコンビニエンススト

ア、ドラッグストアチェーンと、時々の時勢、背

景によって大きな国内資本の進出が、時にはこの

地域の地元事業主の事業を淘汰する、そういった

現象も生まれてきたと言っても過言ではないと

は思います。 

  また、それは市内循環経済の縮小を意味してき

た、そのようなことも言えるのではないか。資本

というものは、交換ならざるものを交換し、それ

に温情的に踏みとどまろうとする物事を無情に

も淘汰してしまう、そういった側面を持っており
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ます。 

  私なりの問題意識、解釈を申し上げますと、地

域の個性というものは、いまだかつてないほどに

弱まっているのではないか、そのように思うわけ

です。したがって、近年のドラッグストアチェー

ンの増加は、一つの現象ではありますけれども、

これは現象であると同時に大きな象徴的な現象

であると考える必要があるのではないか。 

  やはり地域の発展を考える上で、市場と社会の

バランスをどういった形で保っていくのか。今、

人口減少、そして経済がなかなか成長しない状況

において、やはりこういった視点で地域を見詰め

直し、そして地域経済を考えていく、そういった

ことが必要になるのではないかと思います。 

  ドラッグストアチェーンの機能としては、やは

り資本的な側面が強いわけです。翻って、地元事

業者に関して言えば、地元の商工団体や町内会、

お祭りやあるいはＰＴＡなど、とてつもない社会

的な機能と役割を持ち、それが例えば親族的承継

事業者の場合にあっては、親子代々それが何年も

続く。50年や100年、あるいはもっともっと長い

期間この地域の社会を支えてきた、そういった側

面があるわけです。 

  地域に住む全ての人々が豊かな経済生活を営み、

優れた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持

続的に安定的に維持することが、今、地域創生と

呼ばれるような時代であるからこそ、しっかりと

行政は、そして市政、政治はその役割を示し、担

っていく必要があるのだろうと思います。 

  そこで、今回の具体的な質問は以下のとおりと

なります。 

  大項目は、申し上げたように、本市におけるド

ラッグストアチェーンの増加です。 

  小項目の１、ドラッグストアチェーンの増加の

背景及び原因について、現在、市当局において理

解、そして分析されている見解をお教えください。 

  ２、ドラッグストアチェーンの増加が本市経済

に与えるメリット・デメリットについて、こちら

も本市当局の見識、御見解をお知らせください。 

  ３、ドラッグストアチェーンを仮に制限すると

した場合の法的課題及びその方法についてお教

えください。 

  ４、ドラッグストアチェーンの増加と都市計画

の関係です。やはりまちづくり全体ということを

考えた場合に、先ほど申し上げたように市場と社

会、そういったバランスをどのように都市計画と

して考えていくのか。この点は大変重要な課題で

あると思っております。この点に関して、お知ら

せいただきたいと思います。 

  最後に、ドラッグストアチェーンの増加に関す

る研究チームの設置です。こちらに関しては、や

はりこれは難しい課題だと私は認識しておりま

す。ぜひ専門家等を含めて、これからの20年、40

年といった形でこのまちの在り方を考える上で

も、しっかりこの象徴的な問題を通じてまちの在

り方を示していただけるような、そういったある

種のタスクフォースが必要ではないでしょうか。

そのような点から、この点に関して御見解をお知

らせいただきたいと思います。 

  壇上からの私の発言は以上になります。 

○相田克平議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 佐野議員の御質問にお答えいたし

ます。 

  私から、本市におけるドラッグストアチェーン

の増加についてのうち、小項目１、２、５につい

て、私が市民の皆様との対話を通じて感じている

ことを中心に概括的にお答えいたします。 

  なお、１から４の詳細については、担当部長が

答弁いたします。 

  まず、ドラッグストアチェーンの増加の背景及

び原因、そしてドラッグストアチェーンの増加に

よる経済へのメリット・デメリットについてお答

えいたします。 

  佐野議員が御指摘のとおり、昨今、本市内には

ドラッグストアの新規出店が大変目立っており
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ます。私も個人的に利用いたします。大変便利な

店舗でもあり、消費者としてはありがたい存在で

はあります。しかしながら、米沢市のまちづくり、

さらには都市計画の責任者たる市長の立場であ

えて申し上げれば、市内の一等地、中心部で、場

所によっては100メートル、300メートルごとに乱

立する現在の状況は、異常を通り越して異様と言

わざるを得ません。 

  ドラッグストアチェーンの増加の背景でありま

すが、平成12年の当時、大型店の出店を規制して

いた大規模小売店舗法、通称大店法の廃止をはじ

めとする小売販売に係る様々な規制緩和が最大

の要因と考えます。 

  私は当時、衆議院経済産業委員会のメンバーと

して、大店法の廃止に伴う新法、大規模小売店舗

立地法の審議に関わっておりました。当時は、日

本の貿易黒字、すなわち日米の貿易不均衡を是正

するための日米間の国際交渉、日米構造協議が行

われており、その中で流通規制がいわゆる日本の

非関税障壁として、大きなテーマとして取り上げ

られておりました。 

  日本政府は、結果として米国の要求を丸のみす

る形で規制を撤廃、そして、その後の小泉・安倍

政権下でも、酒類販売の規制緩和、さらには医薬

品の販売規制の緩和など、一連の規制緩和が現在

のドラッグストアの形態と発展を生み出したも

のと考えます。また、数十年来進んでおる東京一

極集中、それに伴い地方の経済が低迷する中での

空き地の増加といった要因もあろうかと思いま

す。 

  その上で、地域経済に与えるメリットとデメリ

ットでございますが、まずメリットについて申し

上げます。ドラッグストアは、医薬品から生活雑

貨、食品までワンストップで購入できることから、

消費者にとっては便利なお店であります。市民の

皆様の中には、このようなドラッグストアが身近

に出店したことで利便性を感じている方も多く

いらっしゃるのではないかと思います。短期的に

は、税収にもプラスに働くと考えます。 

  一方でデメリットでありますが、ドラッグスト

アの多店舗展開、とりわけ食料品をはじめとした

品ぞろえの多様化によって、地元の食料品関連の

小売店の経営が相当厳しくなっているのではな

いかと大変危惧しているところであります。私の

ところにも地元の小売業の方から、自社の店舗経

営や売上げに大変大きな影響が出ているといっ

た声を伺います。地域経済への影響は大きいと考

えます。 

  加えて、その立地場所にもよりますが、景観に

対する影響も懸念するところであります。市内に

全国チェーンが乱立する、特に中心部や観光地に

乱立するというこの現状は、上杉の城下町の姿と

は大きくかけ離れる姿になるのではないかとの

指摘もございます。 

  次に、ドラッグストアチェーンの増加に関する

研究チームの設置についてお答えいたします。 

  私は、議員と問題意識を共有するものでありま

す。しかしながら、議員が御提案のドラッグスト

アチェーンの増加に特化した研究チームを設置

するという考え方については、現時点では持ち合

わせてはおりません。しかしながら、ドラッグス

トアの乱立は、地域経済、または私の掲げる好循

環の米沢の実現にとって障がいとなるおそれが

あります。 

  振り返りますと、ドラッグストア乱立のきっか

け、いわゆるそのスタート、起点となったのは、

私に言わせれば、本市の一等地、中心部の旧大沼

デパート跡地へのドラッグストア建設について、

当時の市が、あえて言うなれば、放任した点にあ

ったと考えます。同時期に山形市の旧大沼デパー

ト跡地について、佐藤山形市長がリーダーシップ

を発揮し、市が関わり、現在も山形市が積極的に

中心市街地の再開発に関わっている現状と今の

米沢市の姿は対照的であります。 

  米沢市政にとって、都市計画は最重要課題であ

ります。したがいまして、ドラッグストアをめぐ
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る様々な課題については、今後策定する新たな総

合計画の策定や立地適正化計画の見直しを行っ

ていく過程において、市民の皆さん、または市外

の皆さん、有識者の方々、様々な方々、さらには

米沢市役所庁内はもとよりでありますが、そうし

た皆さんとの幅広い、または専門的な議論を深め

ながら、今後の本市らしいまちづくりをどのよう

に進めていくのか、またその姿、将来ビジョンを

お示しし、かつ実行してまいりたいと、このよう

に考えます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、（１）と（２）に

ついてお答えいたします。 

  まず、（１）のドラッグストア増加の背景及び

原因についてでありますが、経済産業省の商業動

態統計によりますと、令和５年度の日本国内にお

けるドラッグストアチェーンの年間商品販売額

は８兆5,203億9,500万円であり、店舗につきまし

ては１万9,198店舗に達しております。 

  ドラッグストアチェーンは、平成12年の大規模

小売店舗立地法の施行により大型店舗出店の規

制緩和が拡大したことを皮切りに、小売店舗の大

型化が図られ、その後の医薬品や化粧品の再販売

制度の廃止や米・酒など飲食料品の小売に係る

様々な規制緩和を追い風として、同業他社の買

収・合併などを繰り返すことでその規模を拡大さ

せてきました。 

  また、収益性の高い医薬品や化粧品で利益を確

保し、経営の安定化を図りながら、食品や日用品

を安く販売することで来客を促していく販売戦

略も、ドラッグストアが急成長した要因の一つと

されています。 

  近年では、郊外だけではなく住宅街を含めた狭

い地域に集中的に立地するとともに、従来はスー

パーや食料品小売店のみであった生鮮食料品な

ども取扱いを始め、消費者の利便性を高めること

でさらなる集客増につなげております。 

  そこで、本市のドラッグストアチェーンの出店

状況を申し上げますと、本年５月末現在で24店舗

の営業を確認しているところです。このうち、平

成26年以降の約10年間の新規出店数は15店舗で、

そのうちの10店舗が事業所や住宅・アパートなど

の跡地、５店舗が空き地などを活用した出店であ

りました。 

  先ほど御説明しましたとおり、ドラッグストア

チェーンが全国的な拡大路線を継続している中

にありまして、本市市街地におきましても、事業

所や店舗の廃業などにより、大型店舗の立地を見

込める広い空き地が相次いで生じていることか

ら、結果的にドラッグストアが市街地に新規出店

しやすい要因の一つと推察しているところです。 

  次に、（２）ドラッグストアチェーンの増加が

本市経済に与えるメリット・デメリットについて

お答えいたします。 

  初めに、メリットでありますが、大きいところ

では、消費者の利便性の向上、雇用機会の創出及

び税収の増加などが考えられます。 

  消費者の利便性向上につきましては、先ほど市

長答弁でもありましたが、ドラッグストアにおい

ては、医薬品から食料品、生活雑貨に至るまでワ

ンストップで購入することができますので、交通

弱者や高齢者の方にとっては大きな利点になる

ものと考えられます。 

  なお、近年では、野菜や肉などの生鮮食料品も

購入することができるスーパーマーケットのよ

うな品ぞろえのドラッグストアも増えてきてお

り、ますます消費者にとって利便性が高い店舗構

成となっております。 

  また、市内にドラッグストアチェーンが新規出

店し営業するに当たっては、販売員や薬剤師及び

管理運営者など様々な業務に従事する人員が必

要になることから、新たな雇用創出にもつながる

ことが期待でき、さらに、新規出店に伴い、法人

市民税や固定資産税などの税収も見込まれてい
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るところです。 

  次に、デメリットとしましては、一番大きいと

ころでは、ドラッグストアとの競争の激化による

地元の小売店舗などの売上げ減少、それに伴う地

元食品製造業者及び卸売業者の取引機会の損失

などが挙げられます。先ほどこれも市長答弁にあ

りましたが、ドラッグストアの多店舗展開、品ぞ

ろえの多様化に加え、低価格競争が進展すること

で、地元の小売店舗の経営に与える影響も非常に

大きくなるものと認識しています。 

  また、ドラッグストアチェーンは各社独自のブ

ランド商品や配送センターを有していますので、

地元企業の参入は非常に厳しいものと考えてお

ります。加えて、ドラッグストアチェーンが本地

域で獲得した利益の大部分については、確実に地

域外の都市部に流出することになりますので、地

域経済循環の縮小にもつながり、本市の持続的な

経済発展にも大きな影響を及ぼすものと考えて

います。 

  さらに、こうした顕在化している問題に加えま

して、地元商店街をはじめとする本市特有の商業

文化や個性の喪失につながることも想定されま

すし、将来的には、ドラッグストアチェーンが一

気に撤退してしまった場合には、まちの機能が大

きく損なわれる可能性があることも懸念される

ところです。 

  市としましては、今後も引き続き、全国のドラ

ッグストアチェーンの動向を注視しつつ、地域の

卸・小売業などへの影響について情報収集に努め

てまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、（３）ドラッグス

トアチェーンを仮に制限するとした場合の法的

課題及びその方法について及び（４）のドラッグ

ストアチェーンの増加と都市計画との関係につ

いてお答えいたします。 

  初めに、（３）ドラッグストアチェーンの増加

を仮に制限するとした場合の法的課題及びその

方法についてでありますが、都市計画関係の法令

の観点から申し上げますと、まず、都市計画区域

内に指定されている用途地域による建築制限が

ございます。 

  特にドラッグストアチェーンなどの場合、その

店舗面積などによって多少制限の違いはござい

ますが、基本的に低層系の住居専用地域及び工業

専用地域での建築ができないこととなってござ

います。逆に言いますと、それ以外の中高層以上

の住居地域や商業系、工業系の地域においては建

築可能となります。 

  この用途地域の規制を前提といたしまして、さ

らにこれに上乗せする規制といたしまして、３つ

の方法があると考えております。 

  １つ目に、地区計画でございます。 

  地区計画につきましては、既存の都市計画を前

提に、ある一定のまとまりを持った地区を対象と

いたしまして、その地域の実情に合ったよりきめ

細やかな規制を行う制度で、建築の敷地や構造、

建築設備、用途などの建築制限に関する事項を条

例で定め、強制力を持たせるとともに、地域内に

必要な道路や公園などを地区施設として位置づ

けることなどにより、地区の特性を生かしたまち

づくりを推進するものでございます。 

  本市におきましては地区計画制度を利用してお

りませんが、地区計画の決定がなされた地域にお

いて建築物などを建設する場合、通常の用途地域

による制限に加え、地区計画で定めた建築規制が

上乗せされることとなり、この建築規制に基づく

基準をクリアした建物でなければ、建築確認が下

りないところでございます。この上乗せの建築規

制につきましては、ドラッグストアチェーンを設

定することによって、立地の制限をかけることが

できるものと考えております。 

  なお、地区計画の提案を行うためには、対象と

なる地区の土地所有者などの３分の２以上の同
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意を得ることが条件となることや、その地域につ

いてどのような範囲で設定するべきかといった

課題もあるところであります。一般的には、区画

整理事業のように、新たにまちづくりを行う段階

において地区計画を定める例が多く、既に住宅地

などが形成されている地域において実施するに

は、かなりハードルが高い制度と捉えておるとこ

ろであります。 

  ２つ目に、建築協定であります。 

  建築協定は、住宅地や商店街の一定の区域内に

権利を持つ住民自らが建築物に関するルールを

定めることができ、お互いがルールを守り合うこ

とを約束する制度で、地区内の全員の合意と市長

の認可をもって成立します。 

  協定に基づくルールの遵守など、基本的な考え

方につきましては地区計画と同様でありますが、

建築協定は、住民が自主的に協定内容を定め、そ

れに賛成する者全員が合意して締結した私法で

あり、地区計画のように条例で定められた公法で

ないため、完全に強制力があるとは言えません。 

  本市では建築協定の実例はないところでありま

すが、制度上の強制力が完全でない上、地区住民

などの全員の合意が必要であることなど、建築協

定の成立条件が厳しいといった点で難しい部分

があると捉えております。 

  ３つ目に、特別用途地域であります。 

  特別用途地域とは、用途地域が定められた一定

の地区において、その地区の特性にふさわしい土

地利用の増進や環境の保護など、特別な目的の実

現を図るため、用途地域の指定を補完して定める

地域であります。 

  本市におきましては、地場産業を育成するため

に用途地域を緩和する目的で特別工業地区を定

めているほか、規制を強化するものとして、特別

業務地区、大規模集客施設制限地区、産業用地保

全地区を定めております。 

  特別用途地区は、建築物の用途地域における制

限内容については条例で定めることとなります

ので、その強制力は先ほど述べさせていただきま

した地区計画と同等の建築制限になるものと捉

えております。 

  なお、特別用途地区内に対象建築物があった場

合、その建築物が既存不適格扱いとなるなどの影

響があるため、地区の範囲の設定に当たっては、

その規制の目的とともに、市民が不利益を生じな

いよう十分な分析や検討を行う必要があるとと

もに、市民とのしっかりとした合意形成が必要に

なるものと捉えております。 

  次に、（４）ドラッグストアチェーンの増加と

都市計画との関係についてでありますが、本市に

おける都市の将来像を示す米沢市都市計画マス

タープラン及び米沢市立地適正化計画の中で、都

市機能誘導区域内に誘導すべき施設として、店舗

面積が1,000平米を超える小売店舗を設定してお

ります。小売店舗の中にはドラッグストアチェー

ンも含まれるものでありますが、基本的な考え方

といたしましては、日常生活に密接なサービスを

提供する施設と評価したもので、居住誘導を進め

ていく上で必要な誘導施設と捉えたものであり

ます。 

  このような状況を踏まえ、昨今あまり動きがな

かった土地の利用が図られている点においては、

ある意味、評価もできるところでありますが、一

方で、ドラッグストアチェーンの増加傾向につい

ては、行き過ぎた偏りがあるものと認識しており

ます。 

  今後の立地適正化計画に関する協議の場におい

て意見をお聞きするとともに、他自治体の事例な

ども研究しながら、改めて居住や都市機能の誘導

の在り方について検討していきたいと考えてい

るところであります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） まず、御答弁をいただき

まして、ありがとうございました。 

  まず、近藤市長の御答弁でございましたけれど
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も、基本的に私の先ほど申し上げた内容と近藤市

長が御答弁された内容に関して、大きな価値の相

違というのはなかったのではないかと思います。

近藤市長自ら、市内の一等地、そして中心部での

乱立というような、そういった言葉をお選びにな

って、そしてそれが異常以上に異様だというよう

な御表現をされたわけでございますが、やはり私、

ドラッグストアチェーンが増加している問題、こ

れは一つ重要な点があると思っているのは、中心

部、そして一等地、そういったところの米沢で伝

統的に御商売をされてきた皆様がある一定の理

由で御商売をお閉じになり、そしてある程度大き

な用地を所有されていたことから、そこにドラッ

グストアチェーンが進出してきていると、そうい

った米沢の現象があるのだと思います。 

  これは全国においてもそうなのかもしれません

が、米沢においてはそういった状況になっている

のだろうと思います。そういう意味では、地元の

事業者様の新しい経済の転換という一息つく、そ

ういった状況もあるのだろうと思いますので、こ

れがよい悪いと、そういった単純な善悪問題で語

れる問題ではないとは思うところであります。 

  先ほど近藤市長が大沼デパートの話をされまし

たが、昭和45年です。1970年の11月に大沼米沢店

ができました。もともとは和田屋菓子店でござい

まして、私の祖母の実家であったわけですが、そ

の後、大沼になり、そして今現在はドラッグスト

アということで、ある程度40年ぐらい、50年ぐら

いの中で経済が置き換わっていっている、そうい

う状況が見られるのだと思います。 

  先ほど申し上げたように、一つ確認させていた

だきたいと思いますが、よく社会的共通資本とい

う言い方を最近されますが、自然環境であったり、

あるいは社会的インフラ、そして教育とか医療、

そういった制度資本に関してやはり地域がどう

守っていくか、そういった視点がどうしても必要

なのだろうと思います。先ほど安部産業部長がお

っしゃったように、地域の個性を担うのは誰かと

いうことです。地域の個性を担うのはどういった

事業者様なのか、あるいは市民の皆様なのか、そ

こをしっかり考えていく必要があるのだろうと

思います。 

  この点に関して、近藤市長は先ほど国政を含め

て御答弁いただきましたが、社会的共通資本、こ

の点に関して、今後米沢市として、あるいは行政

を担うトップとして、どういう観点からまちづく

りをしていくおつもりなのか。先ほどと重複する

部分はあるかもしれませんが、いま一度確認させ

ていただいてもよろしいでしょうか。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御質問ありがとうございます。 

  大変大きなテーマの御質問なのでありますが、

社会的共通資本というのは、たしか宇沢弘文先生

が唱えられた説だと思いますけれども、私なりに

理解すると、町並みというものもやはり社会的な

共通資本なのだろうと思います。もちろん田園風

景であるとか、田畑も社会的な共通資本でありま

すし、かつ町並み、景観というのも大きな社会的

共通資本であろうと。河川であるとかそういった

ものに加えて、ただ単純に道路とかだけではなく

て、そういったものも社会的な共通資本だと認識

をしております。 

  そういう観点でいくと、先ほどの話ではないの

ですけれども、日米構造協議で流通分野について

かなりアメリカ側が主張して規制緩和が行われ

たということは、すなわち社会のありようという

か、町並みのありようも、一言で言うとややアメ

リカ的になってしまったと、こう言わざるを得な

いのではないかと思うのですね。 

  大きなショッピングモールがあって、そして、

そこに自動車でどんどん買物に行くと。しかもか

なりのディスカウントで販売するというのは、実

はアメリカ型のまちづくりなのだろうと思うの

です。それがそのまま日本にこの20年来導入され

たのではないかと思うのです。もちろん昔からダ

イエーとか、そういった大手スーパーがあったわ
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けですけれども、これとてやはり基本的にはアメ

リカ型の考え方なのだろうと思うのですね。 

  翻ると、果たして日本はそれがよかったのか、

伝統的な日本の町並みと合うのかというと実は

そうではなくて、当時も今も多分議論されている

のだと思うのですけれども、日本はどちらかとい

うと、特に米沢のような城下町はヨーロッパのよ

うな、ヨーロッパのまちというのは、要するにド

イツもそうですけれども、佐野議員も行かれてい

るのだと思うのですけれども、例えばドイツなど

はやはり城壁があって、城下の中でまちがつくら

れている、こういう町並みなのであります。フラ

ンスなどもそうであります。 

  ドイツやフランスなどがどんな流通規制をして

いるかというと、極めて厳しい流通規制をしてい

るわけであります。例えばパリなどは観光客が訪

れるまちではありますが、今正確に現時点がどう

かは別にして、土日は営業規制をしているわけで

す。シャネルとか高級ブランド品は土日は営業で

きません。かつ、例えばドイツは、今直近は分か

りませんけれども、８時以降はお店は開いており

ません。そういうことをやって地域の流通という

ものを守っていると。かつ城壁の中できちんと町

並みをつくると。半ば自由放任ではなくて、かな

り行政が強権的に力を持って都市計画を整備す

るというのがヨーロッパ型であります。 

  日本は本来ならばそういうものが望ましいので

はないか、これは私の全くの私見で、米沢市の公

式な見解にはなっていないと思います。ただ市長

として政治的に申し上げると、我が国は本来そう

いうまちを、少なくとも米沢のような城下町はそ

ういう町並みではなかったのかと思われます。 

  それにいきなり戻せとは私も思いませんし、た

だ言えることは、そうした大きなお店と地域のお

店というのは共存できるようなまちをつくらな

ければいけないのではないかと、このように思う

わけで、今は何となく共存できずに片方だけがど

んどんどんどん大きくなっているような感じが

いたしますので、大変難しいテーマでありますし、

法的には、先ほど建設部長が言ったように、都市

計画といっても、今の日本の制度ではなかなか行

政が強制的にまちをつくる権能というのも限ら

れているのでありますけれども、やはり共存でき

るようなまちというものを、一部中心市街地も植

松議員や相田議長なども関わられているマルシ

ェといったようなことをやってみたり、様々な取

組を行われていますけれども、もっときちんと地

域の事業主と大手資本が共存できるような地方

都市をこれからは目指すべきだろうというのが

考えであります。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） 近藤市長、ありがとうご

ざいました。 

  私、今回の質問で皆様にこの問題を提起させて

いただいて、そして今のように御答弁していただ

いた。これは米沢市民の皆さんにとって大変重要

な御見解を示された、問題の認識をされたと思い

ます。やはりこれまでそういった視点で米沢のま

ちづくりが行われてきたということではなかっ

たのだろうと思います。大きな時代の中で、今選

択をしなければいけない、そのように思います。 

  やはりまちづくり、今ちょうどまちが個性化す

ればするほど、観光客が米沢においでいただく。

要するに資本的な性質とまちづくり、そして社会

的関係資本、先ほど近藤市長は宇沢先生の話をお

出しになりましたが、まさに宇沢先生が2000年ぐ

らいにお書きになった本ですけれども、そういっ

たお考えが時代に合ってきたのだろうと私は思

うわけです。 

  そこで、先ほど吉田建設部長から、まちの制限

に関して法的なお話がありましたけれども、大変

ハードルが高いというお話がありました。これは

１点、もしお分かりになればで結構でございます。

米沢市、やはり一番特徴的なのは上杉神社の周辺

になると思います。幸いにして、まだ大きなドラ

ッグストアが上杉神社のところに進出はしてい
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ません。今回、御廟所の隣、手前にドラッグスト

アチェーンが進出されるということで、市民の皆

様で懸念されている方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、そういった状況です。 

  特に伯爵邸、そして座の文化伝承館など、上杉

家の殿様の邸宅、座の文化伝承館におきましては、

昭和住宅メモリーのような殿様の私邸であった

わけですけれども、そういった歴史的な米沢の地

域に関して今どういった状況にあるのか。先ほど

地区計画等、具体的な法的な話をお聞きしました

けれども、ああいった上杉城下周りに関してはど

ういった制限ができるのか、あるいは今できない

のか。少し敷衍していただければと思いますが、

その点いかがでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 都市計画の視点でお答えさせ

ていただきたいと思います。 

  佐野議員から御提案のありました松が岬周辺で

あったり御廟所、そういったところにつきまして

は、都市計画の視点ではございませんが、景観法

の景観条例の視点で、その部分については景観形

成重点地区というところになってございまして、

景観法に基づきまして、そこに建物が立地する場

合には様々な景観規制をやって、周辺地域と調和

するようなまちづくりをするようにという届出

制度に基づきまして規制誘導しているというよ

うな現状であります。 

  現在のところ、その部分について都市計画的な

制限をかけているというものではございません

が、そういったところと組み合わせることによっ

て有効的な制限になって、町並みがきれいになっ

てまちの発展につながる、そういった視点もござ

いますので、その点につきましても先ほど壇上で

申し上げさせていただきましたが、今後、立地適

正化計画の見直しという場面で様々な専門家に

も入っていただいておりますので、その協議の場

で誘導施設の在り方であったり、そういった部分

についても検討してまいりたいと考えていると

ころであります。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） ありがとうございます。 

  今、吉田部長の御答弁のように、やはり組み合

わせる形でどういった景観や町並み、そして都市

計画を行っていくか、現状はそこが一つ知恵の絞

りどころであるのだろうと思います。さらに、先

ほどの吉田部長の御答弁ですと、ドラッグストア

チェーンがある種、市民の皆さんの購買ですとか、

日々の生活の買物、そういったものを循環させる、

呼び込むための機能を果たしている部分も今米

沢ではあるのだと。ただそれが少しやはり行き過

ぎた状況になっていると。そういった状況の認識

だというお考えでした。 

  先ほど、近藤市長が新総合計画策定の基本方針

の話をされました。これから米沢はその基本方針

をつくっていくわけですが、一つ確認させていた

だきたいと思います。この基本方針は、やはり米

沢にとっての20年後、40年後、こういったものを

見据えたある種のグランドデザインだと私は総

務文教常任委員会協議会の質疑で理解させてい

ただきましたが、ここに近藤市長がいらっしゃい

ますので、改めてそういった位置づけと考えてお

いてよろしいですか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 まちづくり総合計画は本

市の最上位計画でありますので、そういった考え

方でよいものと私どもは理解しております。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） ありがとうございます。 

  やはり米沢市民の皆様は、グランドデザインを

描いてほしいのだと、このまちが20年後、40年後

どういったまちになっていくのか、その選択肢を

示してほしいと、そう思っている方が大変多いで

す。私は正直、今回の基本方針の新しい策定は大

変期待しております。先日、市政協議会の場でも、

我が会派の成澤議員が、グランドデザインの名前

はもう少し市民の皆さんに分かりやすい、そうい
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った名前をつけたらいいのではないかと、その点

について検討していただくというような御答弁

もありました。ぜひ今回を契機にこういった具体

的な課題設定、そして課題を共有した中で、新総

合計画策定の基本方針において形に表れるよう

にしていただきたいと思います。検討段階から一

歩踏み込んで実施段階に入っている、そういう時

期に米沢市はあるのだろうと私は考えます。 

  そして、少し具体的な話をさせていただきます

が、先ほど近藤市長は山形市の話をされました。

旧大沼に関して、山形市は行政が主体的に動いて、

用地を取得してまちづくりをしている。まさに御

指摘のとおりだと思います。先日、新人議員４名

で山形市にお邪魔し、そして米沢市の担当課の都

市計画課、そして建築住宅課、そういった皆さん

と共に勉強会をしてまいりました。やはり山形市

は、先ほど対極というような御表現されたかもし

れませんが、一歩踏み込んだ行政の役割を演じて

いるのだと、担っているのだと、そう私は感じて

きました。 

  やはりリーダーがしっかりとビジョンを示して、

そこに対して予算、都市計画、そしてやはり小さ

な一角に関しても基本構想をつくり、関係部署が

横連携をしてチームをつくって実行に移してい

く、そういったまちづくりをなさっているわけで

す。山形市は中心市街地のグランドデザインとい

うものを描いておりまして、これは簡単にホーム

ページで手に入ります。その中には、グランドデ

ザインを描き、そして戦略プロジェクト、取り組

む施策、具体的事業という形でかなり細かく、中

心市街地においてでさえ一覧性のあるものを提

供しています。 

  要するに何が言いたいか。山形市民は山形市中

心市街地のグランドデザインを一覧的に見るこ

とができるのですね。どういったまちに今後、中

心市街地はなっていくのか、そういったことが一

目瞭然で分かる。やはり米沢市もこういった部分

をしっかり取り入れながら、市民の皆さんがこれ

からどういったまちになっていくのか、ここを示

すということがこれからの行政においては大変

重要なことだと思います。 

  この点に関して、こういった山形市のような具

体的な取組についてしっかりとお互いに学びな

がら、ベンチマークしながら行政運営をしていく、

そういったことは可能でしょうか。ぜひここに関

して一言御確認といいますか、見識をお聞かせい

ただきたいと思いますが。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 佐野議員から御紹介ありまし

た山形市の中心市街地のグランドデザインとい

うところ、これにつきましては実施を前提とした

グランドデザインと捉えているところでありま

すが、本市におきましても、まだ中心部において

どういった事業をやっていくかというような、実

際のそういう具体的な事業があまりないもので

すから、そういった意味でなかなかグランドデザ

インというのはつくれておりませんが、やはり将

来に向けてそういうグランドデザインを示すと

いうことは非常に大切なことだと思っておりま

すので、その前段として大きな計画というところ

で総合計画などもございますので、どういった示

し方がいいのかにつきましては、関係部署と連携

しながら検討してまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） 吉田建設部長、大変あり

がとうございます。やはりそういった一歩進んだ

これからのまちの在り方、デザインというものが

大事になってくるのだろうと思います。そのため

には、やはり現場の皆様の専門的な知識を生かし

ながら、これまでの行政の連続性をしっかりと踏

まえながら、一歩新しいことをやっていく。そう

いったことが米沢市に大きな活力を生んでいく、

市民の皆さんの期待が形成されて選ばれるまち

になっていくのだろうと思います。 

  この点、やはり一番重要な点が現場の皆さんの

しっかりとした実務的なサポート、そしてトップ
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がビジョンを示す、ここがすごく大事だと思いま

す。山形市もやはりしっかりとしたビジョンを示

してグランドデザインを描き、そしてそれを職員、

我々議員もそうですけれども、みんなで共有して

一つのまちの構築に向かっていく、市民の皆さん

の意見をしっかり聞いて、大きなまちづくりをし

ていく、そういったことが大切なのだろうと思い

ます。 

  これを最後の確認にさせていただきます。こう

いった私の今の見解について、ぜひ近藤市長、重

複する部分があるかもしれませんが、見識と、そ

して思いをお聞かせいただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御質問ありがとうございます。 

  どういうまちをつくっていくのかということに

ついては、無論、市長の独りよがりではいけない

わけでありますから、それをつくる過程において

は、役所の中、役所の中だけではなくて当然、暮

らしている市民の皆さん、市民の皆さんもいろん

な層があるわけで、高齢の方から、今日たまたま

小学生の方が市役所に来られまして市長室で少

し話をしてきましたけれども、そういった小学生

のみんながどんなまちをつくりたいかという気

持ちも含めて、いろんな方々の考えを踏まえた上

で、ただそこはそういうことを集約した形で、そ

のときの責任者たる市長が示すということは、そ

れはある意味でトップリーダーの大事な仕事だ

と思っております。 

  そのとき必要なのは、まちづくりについて言う

と、佐野議員の言葉を借りれば、踏み込むという

ことだと思うのですが、やはり一定程度まちづく

りはリスクというか、そういうものを市が負わな

ければいけないのだろうと。完全に民間だけの力

でということは、まちづくりというか、都市計画

はできないものだと私はこう思っています。一定

程度やはり行政の強制力というのも必要な分野

でありますし、だとするなら予算も必要ですし、

予算が必要ということはリスクを取るというこ

とですから、だから、それがないということは要

するにまちづくりに対してリスクを取らないと

いうことで、私なりに言うと、それは責任の放棄

であるというのが私の理解であります。私はやは

り責任は放棄できないという思いでありますの

で、なかなか大変な課題でありますけれども、皆

様の英知を結集してそういったものを示してい

きたいということでありますので、また佐野議員

におかれましても様々な御提言をいただければ

ありがたい、このように思います。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） 近藤市長、本当に踏み込

んだ御答弁をいただいたと思っております。やは

り今後、新総合計画の策定、基本方針案、これが

米沢市の一つの大きな方向性を示すものと。先ほ

どグランドデザインと言って構わないというよ

うな認識の御答弁もいただきました。我々もこの

点に関してしっかり議論させていただきながら、

今日のドラッグストアの増加を通じて、今後の米

沢市のまちの在り方を御議論させていただきた

いと思います。 

  市民の皆様にもしっかりとこの点を見ていただ

きながら、米沢の大きな大きな方向性をお示しい

ただきたいと、そのように思いまして私の質問と

させていただきます。ありがとうございました。 

○相田克平議長 以上で１番佐野洋平議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午前１０時５５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午前１１時０５分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢市の人口推計と将来はどうなってい
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くのか、９番山村明議員。 

  〔９番山村 明議員登壇〕（拍手） 

○９番（山村 明議員） おはようございます。 

  米沢爽風会の山村明でございます。 

  今日は、令和６年６月６日です。年月日が全部

６であります。何の日かと調べてみましたら、「山

形さくらんぼの日」だそうです。数字の６と６の

上をくっつけるとサクランボの形になります。な

るほどと思いました。 

  米沢市の人口推計と将来はどうなっていくのか。 

  2014年５月に日本創生会議が消滅可能性都市リ

ストを発表してから10年がたちました。日本の地

域別将来推計人口における20歳から39歳の女性

人口の将来動向に着目したものでした。 

  この若年女性人口が減少し続ければ出生数は低

下し続け、人口は減少していく。人口減少のスピ

ードを考えると、若年女性人口が2010年から2040

年までの30年間に50％以上のスピードで急減す

る地域では、70年後には２割に、100年後には１

割程度にまで減っていくことになるということ

で、今回も前回の考え方を踏襲し、若年女性人口

が2020年から2050年までの30年間で50％以上減

少する自治体を消滅可能性自治体としているよ

うであります。 

  このたび人口戦略会議は、昨年2023年、令和５

年12月に国立社会保障・人口問題研究所が公表し

た日本の地域別将来推計人口に基づき全国の地

方自治体の持続可能性について分析し、今年４月

24日、日本の自治体の将来の人口推計の報告書を

公表しました。 

  翌日の４月25日のマスコミ・新聞などには１面

トップ記事で「自治体４割消滅可能性」とか、「744

自治体に消滅可能性」などと大変ショッキングな

大見出しが載っておりました。10年が経過したの

を受け、現状とさらに2050年の各自治体の人口推

計値が人口戦略会議から発表されました。 

  質問に入ります。 

  （１）人口戦略会議の人口推計を米沢市はどの

ように受け止めているのか。 

  （２）東北地方の人口減少率が高く、厳しい分

析が出たが、その中で本市は辛うじて悪い結果の

公表を免れた格好だが、このことについてはどう

評価しているのか。 

  （３）本市の2014年時点と最近のデータ比較で

は、人口・高齢化率（65歳以上人口）・出生数・

在留外国人数はどうなっているのか。 

  （４）周辺自治体と比較し本市はよい状況だと

評価しているのか。または全国と比較し厳しい状

況を重く受け止め、新たな対応策を検討しなけれ

ばならないと考えているのか。 

  以上、１回目の質問を終わります。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私から、米沢市の人口推

計と将来はどうなっていくのかについてお答え

いたします。 

  初めに、（１）人口戦略会議の人口推計を米沢

市はどのように受け止めているのかについてお

答えいたします。 

  まず、人口戦略会議の公表した令和６年・地方

自治体「持続可能性」分析レポートについて概要

を御説明いたします。一部御質問の中で議員から

述べられたことと重複するかもしれませんけれ

ども御容赦ください。 

  民間の有識者で構成する人口戦略会議は、国立

社会保障・人口問題研究所が令和５年12月に公表

した将来推計人口を基に、20代から30代の女性人

口、いわゆる若年女性人口の減少率に注目して市

町村の持続可能性を分析し、その結果を本年４月

24日に報告書として公表しております。 

  今回の分析では、2014年に行われた前回調査と

同様に、若年女性人口が減少し続ける限り出生数

は低下し続け、総人口の減少に歯止めがかからな

いとの視点から、若年女性人口が2020年から2050

年までの30年間で50％以上急減する地域では、最

終的に消滅する可能性が高いのではないかと推
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測したものであります。 

  また、今回は、住民の転出入の傾向がこれまで

どおり続くと仮定した場合の若年女性人口、以下

「移動仮定人口」と申しますけれども、この推計

と、住民の転出入がないと仮定した場合の若年女

性人口、以下「封鎖人口」と申します。この推計

を比較することにより、地域特性に応じて、どの

ような人口減少対策に取り組むべきかを示した

内容となっております。 

  具体的に４つの区分に分類しておりまして、１

つ目が、2020年からの30年間で移動仮定人口が

50％以上減少する「消滅可能性自治体」、２つ目

が、封鎖人口の減少率は50％以上だが、移動仮定

人口の減少率は50％未満であり、人口の増加分を

他の地域からの人口流入に依存している「ブラッ

クホール型自治体」と呼んでおります。これが２

つ目でございます。３つ目が、いずれの減少率も

20％未満となる「自立持続可能性自治体」、４つ

目が、いずれの減少率も20％以上50％未満である

「その他の自治体」の４区分となっております。 

  本市の分析結果は、移動仮定人口の減少率が

48.8％、封鎖人口の減少率が34.4％であることか

ら、消滅可能性自治体には該当せず、その他の自

治体に分類されているところであります。 

  しかしながら、移動仮定人口の減少率48.8％は、

消滅可能性自治体の基準である50％を辛うじて

切っただけでありますので、決して楽観できない

結果であると受け止めております。 

  次に、（２）東北地方の人口減少率が高く厳し

い分析結果が出たが、その中で本市は辛うじて悪

い結果の公表を免れた格好だが、このことについ

てはどう評価しているのかについてお答えいた

します。 

  人口戦略会議が実施した持続可能性分析の対象

1,729自治体のうち、東北地方には215自治体がご

ざいます。そのうち消滅可能性自治体となったの

は165自治体と、東北地方の約77％が消滅可能性

自治体となっております。この割合は全国で最も

高く、四国地方の60％、北海道地方の65％を大き

く上回る結果であり、議員がお述べのとおり、東

北地方の人口減少率は非常に高いという結果と

なっております。 

  なお、県ごとの消滅可能性自治体の割合として

は、秋田県が96％、青森県が88％、山形県はそれ

に次ぐ80％という結果であります。山形県は35市

町村中、28市町村が該当しておりますが、封鎖人

口の減少率が50％を上回る市町村はなく、首都圏

等に転出する人口が多いことが消滅可能性自治

体の割合が高い原因であると考えられます。 

  先ほども申し上げたとおり、今回の結果におい

て、本市は消滅可能性自治体とはなりませんでし

たが、その瀬戸際にあることから決して看過でき

る状況にはないと捉えております。人口減少は本

市の危機であり、これまで以上に人口減少対策を

進めていく必要があると考えております。 

  次に、（３）本市の2014年時点と最近のデータ

の比較では、人口・高齢化率・出生数・在留外国

人数はどうなっているのかについて、住民基本台

帳に基づく年度末現在の数値でお答えいたしま

す。 

  初めに、人口ですけれども、2014年時点の人口

総数は８万4,315人で、そのうち外国人総数は650

人でありました。対して2023年度の人口総数は７

万5,189人で、そのうち外国人総数は1,112人とな

っております。この10年間で、人口総数は約9,100

人、11％減少し、一方、外国人は約500人、71％

増加しているところであります。 

  次に、出生数でありますけれども、2014年度の

529人に対して、2023年度は358人でありました。

ここ10年間の推移を見ますと、2016年度に初めて

500人を割り、翌年には一時回復しましたけれど

も、その後も減少傾向が続き、昨年度は400人を

大きく下回る358人となったところであります。 

  続きまして、総人口に占める65歳以上人口の割

合である高齢化率についてでありますが、本市の

2014年４月１日時点の高齢化率は27.6％でした
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が、これに対して今年の2024年４月１日現在の高

齢化率は33.2％となりまして、現在では３人に１

人が高齢者という状況になっております。 

  最後に、（４）周辺自治体と比較し本市はよい

状況だと評価しているのか。または全国と比較し

厳しい状況を重く受け止め、新たな対応策を検討

しなければならないと考えているのかについて

お答えいたします。 

  先ほども申し上げましたが、県内35自治体中、

消滅可能性自治体が28自治体、その他の自治体が

７自治体となっております。 

  置賜地域では、本市と南陽市がその他の自治体

となりましたが、移動仮定人口の減少率では、本

市が48.8％、南陽市が49.6％、高畠町が50.9％、

長井市が51.9％と、どの自治体も50％前後となっ

ております。 

  また、封鎖人口の減少率ですけれども、本市が

34.4％でありますが、長井市は26.3％、南陽市は

25.2％、高畠町は25.4％であります。つまり、本

市では、少子化傾向が周辺自治体と比較して進ん

でいるものの、人口流出が比較して少ないため、

移動仮定人口の減少率は本市のほうが低かった

ということでありまして、周辺自治体と比べてよ

い状況とは言えないと評価しております。 

  これまで説明してきました若年女性の減少を含

めて、本市では人口減少が進展しているところで

あります。国立社会保障・人口問題研究所が昨年

12月に公表した本市の将来推計人口は、令和32年

には５万3,112人まで減少する見通しとなってお

り、令和２年の国勢調査における本市の人口８万

1,252人と比較すると、30年間で２万8,000人以上

の減少、率にして34.6％減少することとなります。 

  また、米沢市人口ビジョンにおいて本市人口の

現状分析を行っておりますけれども、若年層の人

口流出の蓄積、また未婚率の上昇、これが出生数

の減少につながり、その出生数の減少が20年、30

年後に親となる世代の減少となり、さらに出生数

が減少するという悪循環になっております。 

  このような状況において、本市が将来にわたっ

て持続可能なまちであるためには、思い切った施

策を講じることで右肩下がりの人口減少を抑制

し、将来的には自然動態と社会動態の均衡を目指

していく必要があります。あわせて、人口減少に

対応した社会への対応を進めていくことも必要

であります。 

  米沢市デジタル田園都市構想総合戦略では、本

市の豊かな地域資源や特性を生かし、子供の数が

増え、あらゆる産業で稼ぐ力があり、市民の所得

が増え、誰もが暮らしやすさを実感できる好循環

の米沢の実現に向けた様々な施策を推進するこ

とで、本市に住み続けたい・住んでみたい、本市

で子育てをしたい、本市と関わりたいと思っても

らえるような魅力ある地域づくりを行い、選ばれ

るまちを目指すこととしております。 

  新たな対策として今年度から取り組んでいる事

業としましては、学校給食費無償化事業をはじめ

とした子育て世帯の支援のほか、小児科の診療所

開設支援補助金による地域医療体制の充実、除雪

車運行管理システムの導入などによるきめ細か

な除雪体制の整備などが上げられます。 

  また、今後10年間の将来ビジョンを描く米沢市

まちづくり総合計画を今年度から２か年間で策

定することとしておりますので、市民の皆様と十

分に対話をしながら、持続可能なまちの実現に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） どうもありがとうござい

ました。 

  かつて我が国は非正規雇用を取り入れたのが、

所得の少ない若者を生み、結婚できない、子供を

つくれない年代ができてしまったことも人口減

少の要因になっているのではないかと思われま

すけれども、そのことについてはどのように思わ

れますか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 
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○遠藤直樹企画調整部長 内閣府が2021年に発表し

た少子化社会対策白書、こちらでは正規の職員・

従業員に比べて非正規の職員・従業員の有配偶率、

これが低い結果となっているようであります。雇

用形態の違いにより配偶者のいる割合が大きく

異なっているという分析をされております。一般

論としましては、非正規雇用の増加が未婚率の上

昇につながって、結果として人口減少につながっ

ているという可能性はあるものと考えておりま

す。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 今回の人口戦略会議の地

域分け、全国７ブロック、北海道、東北、関東、

中部、近畿、中国・四国、九州、この７ブロック

に分けて分析されておるわけですけれども、この

中で東北地方は一番悪い数値で、47都道府県の中

で減少が予想される自治体の割合が、山形県では

35市町村のうちの28市町村、先ほど企画調整部長

の答弁にもございましたように80％、これは都道

府県別に見ますと、全国で３番目に悪い数字なの

であります。全国平均で見ると大体40％くらいな

のでありますけれども、なぜ東北、本市の周辺は

このように数値が悪いのでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 先ほども山形県について、

35市町村中、28市町村が消滅可能性都市に該当し

ていると申し上げまして、ただ人口が移動しない

と仮定した場合でありますけれども、封鎖人口の

減少率が50％を上回る市町村はなく、首都圏に転

出する人口が多いということが消滅可能性自治

体の割合が高い原因ではないかと捉えていると

ころでございます。この構造というのはやはり東

北地方全体に言えることではないかと思います

ので、このため東北地方が悪い数値となっている

ものと考えられると思っております。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） かつて平成19年頃に全国

で、国から地方は合併してくださいと、１万人を

下回るような自治体はないようにしてほしいと

いう国の要請の下に合併が進んだわけでありま

す。そのとき、酒田市、鶴岡市は合併して人口が

多くなったわけでありまして、そのときに米沢市

は県内で山形、鶴岡、酒田に次ぐ第４番目の市に

成り下がってしまったのかと私も多少がっかり

した思いがあります。 

  しかし、このたびの人口の将来の推計値でいき

ますと、前回も今回も米沢市より酒田、鶴岡がよ

い数値を得られていない。このことはやはり何だ

ろうと。広大な過疎地を取り込んだのは、今回の

集計のような取り方では生かされなかったので

はなかろうかと思いますけれども、この辺をどの

ように思われますか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 一般的な傾向としまして

は、やはり人口規模が小さい自治体のほうが人口

流出の影響が多いのではないかと考えておりま

すので、そういった人口流出の影響から周辺の小

規模な自治体を取り込んだ合併によって数値が

悪くなるという可能性はあるかと考えていると

ころでありますけれども、酒田市、鶴岡市がそう

であったのかというところについての分析まで

には至っておりません。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 10年前より消滅可能性自

治体に該当する自治体数が減ったわけでありま

すけれども、これは外国人の入国超過が原因で、

楽観できる状態ではないのではないかという分

析を人口戦略会議はしておるようでありますけ

れども、本市の状況はどのような状況になってい

ますか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 議員がお述べのとおり、

このレポートの中ではそういった分析もなされ

ているようであります。 

  先ほど申し上げましたが、10年前と比較して、

本市の外国人の数ですけれども、約500人、71％
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増加しているという状況でございます。在留資格

別に分析しますと、最も増えた区分というものが

2019年４月に創設されました特定技能という区

分でありますけれども、こちらには2023年度で

194人が該当しております。このほかにも技術・

人文知識・国際業務で146人の増加、また技能実

習という項目で61人の増加などとなっていると

ころでございます。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 全国の状況でもそうなの

でありますけれども、東北地方では、特に死亡者

数が出生者数を上回る自然減に加えて、転出者数

が転入者数を上回る社会減が深刻になっている

ようでありますけれども、本市はどのような状況

なのでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 まず、社会減に関する最

新のデータでありますけれども、日本国内の移動

に係る数値となりますけれども、総務省の住民基

本台帳人口移動報告というものがございまして、

こちらで令和５年の暦年のものが公表されてお

ります。それによりますと、転出者が2,702人、

これに対して転入者が2,018人ということで、差

引き684人の社会減、人口流出が多いという状況

になっております。 

  また、自然減につきましては、住民基本台帳に

基づき年度で集計したものでございますけれど

も、令和５年度出生数が先ほども申し上げました

358人でありますけれども、これに対して死亡者

数が1,238人ということで、880人の自然減となっ

ております。社会動態、自然動態ともに減少して

いるという状況でございます。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 先ほどの企画調整部長の

答弁にもございましたけれども、出生率が低いの

に他地域からの流入が多い自治体をこのたびの

分析ではブラックホール型自治体と呼んでいる

ようであります。東北地方は、東京一極集中や仙

台圏に人材を取られて人材供給の役割の犠牲に

なってきたのではないかと思いますが、どうです

か。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 先ほども申し上げました

が、東北地方の消滅可能性自治体の割合が高い要

因としましては、やはり議員がお述べになられた

とおり、東京圏等に転出する人口が多いというこ

とが原因の一つではないかと考えておりますの

で、議員がお述べの関係性というものはあるので

はないかと思っております。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） それと、どうも自治体間

で若年人口の奪い合いになっている状況もある

ようであります。やはり雇用の場、それから魅力

ある消費の場、そういったものがあるような都市

部には若者がどうしてもそちらに移動してしま

いやすいということで、自治体間で若年人口の奪

い合いになるということでは、人口減少を止める

ことはできなくなっていくのではないかと思わ

れますけれども、その辺はどう捉えていますか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 議員がお述べのとおり、

社会減の対策につきましては人口の奪い合いと

いうことで、日本全体で見れば、やはり根本的に

は自然減対策、少子化対策が重要なのではないか

と思っております。このレポートの中でも、2014

年の分析結果は各自治体に大きな影響を与えた

けれども、各自治体の人口減少対策がどちらかと

いえば人口流出の是正という社会減対策に重点

が置かれ過ぎていた嫌いがあるという表現で、そ

ういったところを課題として上げていたところ

でございます。 

  本市におきましても、少子化対策というものに

は力を入れていく必要があると思っております

し、また若年層の人口流出が少子化にも結局は関

係してしまうということでございますので、社会

減対策にもしっかり取り組んでいかなければな
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らないと考えております。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 前回の10年前の公表結果

から、非常に人口減少が著しいという危機から脱

した自治体数は239団体、しかし、新たに該当し

た自治体が99団体だそうであります。やはり社会

減とともに自然減、要するに出生数より死亡者数

が増えていくという自然減が非常に先進国は著

しいわけでありまして、先進国はおおむね人口減

少になっているわけでありますけれども、日本は

そのスピードが速過ぎるということで、人口構成

が逆ピラミッドになっているという状態が著し

くまた進んでいると思います。 

  こうした中で、やはりどうしても東北地方、山

形県、米沢市としても人口が減少していくと。こ

ういう中で生き生きとした過疎、こういったもの

をつくり出して、都会の若者たちにすばらしい地

方社会を見せてやるという気概を持ってまちを

つくっていかなければならないのではないかと

思いますが、その辺はいかがでしょう。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 本市におきましては、

様々魅力がある都市だと思っております。そうい

った魅力を全国に発信しながら、若者を呼び込む

ということも確かに大事だろうと思っておりま

す。また一方で、本市から外に出ていく若者、そ

ういったものをいかに本市内にとどめておくの

か、また、一回出ていっても帰ってきてもらうの

かと。そういったところもしっかり対策していか

なければいけないと考えているところでありま

す。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 今回の自治体の分析にお

いては、社会減に対応できた自治体が多少はあっ

たわけでありますけれども、自然減の対策として、

出生数、出生率への改善策の効果がいまいち現れ

てきておらないと思いますが、この辺はどうでし

ょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 今回議員からの御質問を

受けていろいろ資料を分析する中で、結婚してい

る家庭の子供の数というのが、１家庭当たりの人

数ですけれども、1970年代からやはり２人くらい

ということで、それほど極端には落ちていないと

いうところが分かりました。2015年では1.94人と

いう状況のようであります。ですので、やはり未

婚率が上昇しているというところが少子化の大

きな原因の一つになっているのではないかと思

ったところであります。 

  もちろん多様性を尊重するという時代でもあり

ますので、我々といたしましては結婚したいと思

っている人、そういった人を後押しするような施

策というものをしっかり考えていかなければい

けないと思っているところであります。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 今回のいろいろな結果の

中で、やはりよい結果を生んだというところ、要

するに10年前の数値から大分脱却した自治体が

多いという評価を得ているところは、島根県は脱

却した自治体が12市町村に上ったということで、

そして九州・沖縄ブロックについては、自立持続

可能性自治体、評価がＡでありますけれども、こ

れが34も存在し、全国の自立持続可能性自治体総

数65市町村の半数以上を占めております。 

  中でも、沖縄県は17市町村が自立持続可能性自

治体ということになっておりまして、沖縄県は41

市町村でありますから、そのうちの17がＡ評価と

いうことになっております。沖縄県については、

前々から子供さんの多い都道府県の中、要するに

子供さんのおられる割合が全国でトップクラス

だということでは私も注目いたしておりました。 

  そういうことで、何とか米沢市も人口減少対策

について、人口減少対策は国家が担うべきもので

あって自治体に責任を負わせるべきものではな

いのではないかという理論展開をされておる文

献なんかもありますけれども、その点、市長はど
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のように考えておられますか。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御質問ありがとうございます。 

  山村議員も先ほどおっしゃっていたように、人

口の状況、増減なり推移というのは、国家にとっ

ては税収の土台にもなりますし、社会福祉の土台

にもなりますし、あらゆる政策のベースになるわ

けですから、その増減というのは最大の課題であ

るわけですから、国民、国家にとって見ますと国

家の責任においてやらなければいけないという

のも一つの理屈だろうと思います。したがって、

出産や子育て、教育に関する支援も含めて、国に

おいて財源の確保はやはりしっかりやってもら

いたいと、こういう気持ちは私も当然持っており

ます。 

  ただ一方で、人口減少は、住民に最も近い基礎

自治体である市にとって、市の経営上も非常に重

要な課題なわけであります。先ほど山村議員が御

指摘したように、沖縄では大変改善しているとこ

ろが多いとか、地域間の格差も広がってきている

わけでありまして、山形県においても東根市のよ

うに人口を増やしている自治体も出てきている

と、こういう状況であります。 

  したがいまして、私としては、自治体がそれぞ

れの状況を踏まえながら、それぞれの人口減少対

策をまさに他人任せではなくて自分事として取

り組んで、成功事例を一つ一つ積み上げることが

重要であろうと。そして、そうした成功事例をも

って、場合によっては国を、政府を動かしていく

ということも、非常に国全体の人口減少に歯止め

をかけることができるのではないかと、このよう

に思うわけであります。 

  残念ながら人口減少対策については、国全体と

してはやはりずっと失敗しているわけでありま

して、成功している自治体の首長さんのお話を伺

うと、例えば一例でありますけれども、６年連続

人口増加率日本一を遂げている千葉県の流山市

の井崎市長などとも話を実際にすると、やはり国

の政策をそのままうのみにするとかなり間違え

ますよと、残念ながらと。したがって、やはり地

方の自治体の状況に合わせた少子化対策という

のが大事だということを重ねて強調されていた

こともございますので、やはり国の政策は国に予

算を求めるにしても、具体的な中身については米

沢なりの特色に合った人口減少対策というもの

が大事ではないかと、このように思っております。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） ありがとうございます。 

  米沢市が人口減少対策に取り組んでいく目標と

しては、今回の消滅可能性自治体にならないよう

に何とかしていくという方向性、目標なのか、自

立持続可能性自治体を目指してやっていくとい

うレベルの高いところを目標としてやっていく

のか。その辺はどのような方向性をこれからやろ

うとしているのでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 先ほど壇上でも申し上げ

ましたが、思い切った施策を講じることで右肩下

がりの人口減少を抑制すると。そして、将来的に

は自然動態と社会動態の均衡を目指していくの

だということでございますので、やはり自立して

いける自治体を目指していくべきものと考えて

おります。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○９番（山村 明議員） 今回出生率などについて、

私もいろいろいろんな方面から勉強してみまし

た。世界の中でいくと、出生数が高いのはアフリ

カの諸国なのですね。やはり衛生環境も悪い、そ

れから乳幼児の死亡率も高いということで、子供

を多くつくらないと子孫が残っていかないとい

うことだと思うのです。一番出生率の高いのがニ

ジェール、6.73という数字で、ニジェールという

国はサハラ砂漠にかなりの部分が入っておると

いう国で、自然条件もかなり厳しいと。アフリカ

の諸国が上位になっておって、こういった国の衛

生環境がよくなったり、乳幼児の死亡率が少なく
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なれば、当然アフリカ諸国には人口爆発がその次

に来るのかという懸念がされるわけです。 

  世界の中で出生率の低い国で、日本も215位、

1.39という数字でありまして、ただ先進国はおお

むね出生率は悪くて、発展途上国が上位に来るわ

けでありますけれども、この中でやはり一番目立

つのがフランスです。世界の中で102位、出生率

が2.02で、２を超しているなんていう先進国はフ

ランスだけなのでありまして、フランスは国策で

児童手当やら何やらを非常に手厚くやって児童

の数が増えていったということであります。 

  今回、東北が非常に悪いということなのですけ

れども、私の今までの感じからすると、北海道よ

り東北が悪いというのは、これは少しいかがなも

のかと思っております。先ほども述べましたけれ

ども、沖縄県は17自治体がＡ評価と。 

  それから、この間、ＮＨＫの総合テレビで島根

県隠岐郡海士町、離れ小島なのですけれども、こ

このまちづくり、まちおこしが取り上げられてお

りまして、その後、好評だったからだと思うので

すけれども再放送にもなっておりました。海士町

の評価が、人口戦略会議の中ではＤ－②という評

価で、米沢市はＤ－③評価。Ｄ－③評価というの

は何かというと、自然減対策と社会減対策が必要

であると、ただ消滅可能性自治体のランクには入

っていないということなのでありますけれども、

海士町は社会減対策が必要であるということだ

けで、全国でも取り上げているように、海士町の

人口が2,267人で非常に頑張っておると。 

  それから、東北は非常に状態が悪いのですけれ

ども、ただ東北で１か所だけＡ評価のところがあ

ります。それは宮城県大衡村、これはトヨタ自動

車の東日本の工場を静岡県から移転してきて、

1,000人規模の人口移動があったと。それだけで

なく育児支援や何かを手厚くやって、自立持続可

能性自治体、東北で唯一Ａ評価となっておったわ

けでありますけれども、やはり今回のこの問題か

らすると、いかにして社会増、移住者や就職者、

そういったものを巻き込むか、出生率を上げるか

ということも大事なわけですけれども、やはり米

沢でいいますと山形大学工学部、あそこに優秀な

外国人や優秀な技術等をやって、それを基に先端

の産業、先端の企業が出て、そこで雇用の場が生

まれて、そして若年女性の人口も増えて、人口増

に結びついていくという総合的な戦略も必要な

のではないかと思いますけれども、最後に、当局

のその辺の思いをお聞きしてみたいと思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 議員がお述べのとおり、

本市は学園都市ということで山形大学工学部、そ

ういったものの知見を十分に活用しながらまち

づくりを行っていくという考えであります。山形

大学工学部の知見を生かして、そういったところ

を生かせるような企業にもぜひ進出してほしい

と思いますし、またそういった企業があることで

山形大学工学部の学生が米沢に残るということ

にもつながると思いますので、そういった取組を

新しいまちづくり総合計画の中でどういったも

のができるのかということも考えながら、しっか

り今後のまちづくりに取り組んでいきたいと思

っております。 

○相田克平議長 以上で９番山村明議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午前１１時５９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ０時５９分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、副市長人事の見通しは外２点、13番島貫

宏幸議員。 

  〔１３番島貫宏幸議員登壇〕（拍手） 

○１３番（島貫宏幸議員） 皆様、こんにちは。 
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  至誠会の島貫宏幸です。 

  質問を始める前ですけれども、１つ御報告があ

りまして、前の月の５月30日だったのですけれど

も、市内の事業者様の協力の下、米沢市総合運動

公園の美化活動をさせていただいたところです。

今月、皆さんが御承知のとおり中学校の中体連が

ございますので、その前にということで、昨年も

人工芝のサッカー場と皆川球場の間の植樹ます

約50個分、今回は市営プールの入り口のところ、

東側にありますけれども、約30ますあるのですが、

その区間、落ち葉や雑草の除去をさせていただい

たところです。 

  こうした美化活動、本市の観光もそうですけれ

ども、いろんな面で美化活動をされている、花い

っぱい運動を通じて花をたくさん植えていただ

いている、そうした活動がもっと広がりを見せて、

次世代の子供たちにいい取組だと評価されるよ

うに、我々大人もしっかりとこれからも取り組ん

でいければと思ったところです。この続きについ

ては、また別な機会で質問なりさせていただく予

定ではありますけれども、そうしたことに感謝を

申し上げながら、質問に入らせていただきます。 

  初めに、副市長人事の見通しについてお伺いい

たします。 

  近藤市長が就任されてから５か月と少しが経過

しました。この間、好循環の米沢をつくるために

邁進されてこられたことと存じます。副市長の人

事については、市長を補佐し、実務面で政策や企

画に関して指揮監督を発揮するもので、優れた見

識や豊富な経験を有することはもとより、好循環

の米沢に共感を持ち、その実現に向けて力を惜し

みなく発揮し、共に汗をかいていただける方を念

頭に、速やかな人事案件提案を目指し、人選を進

めていると、３月定例会の代表質問で市長から御

答弁いただいておりました。議会のみならず、市

民の方々も高い関心を持って注目されているの

ではないでしょうか。 

  そこで、現在不在となっている副市長の人事に

ついてどのように進捗しているのか、あわせて、

いつ頃までに決定される予定なのかをお尋ねい

たします。 

  次に、米沢牛の生産基盤強化をどう考えている

のかお聞きします。 

  150年の歴史を誇る米沢牛の生産は先人から

代々受け継がれ、全国にその名が知られるブラン

ド牛の地位を築いてきました。飲食やギフトに加

え、ふるさと納税の返礼品でも高い人気を誇って

いますが、高いブランド力を維持するために、本

市としても言うまでもなく生産基盤の強化を図

っていく必要があります。 

  そこでお伺いしますが、まずは本市における生

産者と飼育頭数の推移についてお知らせくださ

い。 

  近年は円安による飼料や資材、エネルギー価格

の高騰で、生産体制の先行きに不安を感じている

声を耳にします。持続可能な生産体制を維持して

いただくためにも、現状の課題を的確に捉え、必

要な支援を講じる必要があると思っております。 

  そこでお尋ねしますが、繁殖や肥育の現状にお

ける課題や支援策についてお聞きいたします。 

  次に、繁殖・肥育センターを早期に整備できな

いかについてお伺いします。 

  今年の３月に策定された置賜定住自立圏第２次

共生ビジョンの中で、米沢牛生産基盤強化事業が

掲載されております。事業内容としては、米沢牛

の生産基盤を強化するために、事業者の規模拡大

支援や各市町の特色を生かした繁殖・肥育センタ

ーを整備し、広域利用を促進するとしております。

効果としては、高付加価値化、生産者労力の軽減、

生産コストの低減が挙げられております。 

  以前より生産現場から同様の意見があることも

承知しておりますが、意欲ある担い手の確保にも

期待ができることから、早期に整備すべきものと

思いますが、本市の考えをお伺いいたします。 

  次に、アニメツーリズムがもたらす効果につい

て伺います。 
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  アニメツーリズムとは、内閣府の資料によりま

すと、アニメや漫画の作品となった土地や建物な

どを訪れる旅行のことで、聖地巡礼とも呼ばれて

おります。本市でもかねてから準備が進められて

きた、米沢市を主な舞台とする長編アニメーショ

ン映画「好きでも嫌いなあまのじゃく」の情報が

３月18日に公開され、この５月24日からインター

ネットに接続したデバイスによる世界独占配信

と日本の劇場での公開が始まりました。既に御覧

になられた方も多いと思います。 

  米沢市では、本市ゆかりの漫画「アタゴオルは

猫の森」や「花の慶次」のラッピングバスを導入

し、市民や観光で訪れた皆様に御利用いただいて

おりますが、今回のアニメーション映画の公開を

機に、アニメツーリズムを軸とした新たな地域振

興や観光振興の取組に大きな期待を寄せている

ところであります。 

  そこでお伺いいたします。このたび公開された

アニメーション映画の企画段階から試写会、ネッ

ト配信やその状況など、これまでの経緯を伺った

上で、期待できる効果をどのように考えているの

かお聞きします。 

  本市は、歴史的に名をはせた上杉謙信公、上杉

景勝公、直江兼続公、前田慶次など、戦国時代に

活躍した武将の宝庫であり、後の時代には中興の

祖と呼ばれる上杉鷹山公が治め、さらには仙台藩

を築いた伊達政宗公とその家臣、支倉常長の生誕

の地でもあり、史実に残る功績もあって、米沢に

訪れる方々を魅了し続けています。近年では、戦

国ゲームやアニメをきっかけとして、多世代にわ

たり戦国武将の人気は高く推移しているのでは

ないでしょうか。 

  今月２日には上杉博物館で「五虎退」の展示に

併せ、刀をモチーフにした人気ゲームの撮影会が

開催され、一昨日の４日にはコミック漫画で全国

的に有名になった前田慶次の413回忌が善光寺で

営まれるなど、県内外から多くのファンが訪れま

した。 

  また、同日には、政府がアニメや漫画といった

コンテンツを海外に売り込むクールジャパン戦

略を５年ぶりに改定したと報じられたところで

す。クールジャパンの新戦略では、コロナ禍を経

て日本のアニメや漫画人気が一部の層から一般

的な若者にも拡大していることを踏まえ、ゲーム

を含めたコンテンツ産業の充実のほか、訪日外国

人によるインバウンド消費、農林水産品の輸出な

どを挙げており、そのために必要な海外ニーズの

調査やプロモーション支援、デジタル化推進や若

手クリエーターなどアーティストの海外展開な

どを支援するとしております。 

  海外展開規模を昨年の19兆円から10年後には50

兆円以上へ拡大させることを目指しているよう

であります。こうした背景を追い風に、本市の魅

力ある観光資源を再構築し、選択肢を増やす必要

性があるのではないでしょうか。 

  そこでお伺いいたします。本市における歴史的

背景の強みを生かしながら、姉妹都市や近隣の関

係自治体などと連携して、伊達や上杉の戦国武将

の活躍を描いたアニメーションを制作し、新たな

魅力やニーズを掘り起こすことで観光振興につ

なげることができないのか、本市のお考えを最後

にお聞きし、演壇からの質問といたします。 

○相田克平議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 島貫議員の御質問にお答えいたし

ます。 

  副市長人事の見通しについてお答えいたします。 

  副市長は、地方自治法において、市長を補佐し、

市長の命を受け政策・企画をつかさどり、市の各

組織が行う事務を監督すると定められておりま

す。また、同時に同法161条で、条例で置かない

ことができるとはありますが、私としては、従前

より御答弁申し上げているとおり、不在でよいと

は考えておりません。現在、鋭意調整中でござい

ます。 

  私の目指す好循環の米沢づくりに共感を持ち、
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共に汗をかいていただける方を念頭に、現在、鋭

意人選を進めているところでありますが、相手が

あることでもあります。また、人事案件でもござ

います。なるべく早期にとしか申し上げることが

できないことを御理解いただければと思います。 

  副市長が不在の現在、私としては、部長級の幹

部職員の方々には、各部門の部門長であると同時

に、各人が副市長のつもりで役所全体についても

ぜひ目配りしていただきたいと申し上げており

ます。４月に就任された佐藤教育長をはじめ、幸

い優れた部長、課長に力を発揮していただいてお

り、支えていただいておりますので、副市長不在

の現在であっても、従前と比べて市政が停滞して

いるということはないと考えております。 

  いずれにいたしましても、常に最高の力が発揮

できるよう市政に取り組んでおりまして、日々奮

励努力しているところではございます。どうぞ御

理解いただければと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、２番と３番につい

てお答えいたします。 

  初めに、２番、米沢牛の生産基盤強化をどう考

えているのかについてお答えいたします。 

  そのうち、まず、（１）本市における生産者と

生産頭数の推移についてでありますが、山形県置

賜家畜保健衛生課による毎年２月１日を基準と

した調査結果によりますと、本市の米沢牛の繁殖

農家数につきましては、平成31年が16戸でありま

したが、令和６年は２戸減の14戸であり、高齢に

より後継者がいないことから事業継続が困難と

なったことが要因として主に挙げられておりま

す。 

  また、同様に飼養頭数につきましては、442頭か

ら418頭と約５％減少しており、高齢によって減

産されている方もおりますが、その一方で、若い

担い手の方々が規模拡大を図り、増頭に取り組ま

れている方も出てきているところです。 

  次に、肥育農家数につきましては、繁殖農家と

同様に高齢に伴い廃業された方がおられますの

で、平成31年の15戸から令和６年の12戸へと減少

しておりますが、繁殖・肥育一貫経営を図るため

畜舎を整備し規模拡大を進めている生産者や、大

規模法人が増頭を図っていることなどから、肥育

牛の飼養頭数は1,798頭に対し1,788頭と、ここ５

年間はほぼ同数で推移している状況です。 

  次に、出荷頭数関係ですが、令和５年に本市の

繁殖農家から出荷された子牛は210頭であり、置

賜家畜市場に出荷された頭数1,243頭のうち約

16.9％となっております。 

  また、本市肥育農家から主に米沢市食肉センタ

ーや東京都中央卸売市場に出荷され、米沢牛の認

定を受けた頭数は941頭で、置賜３市５町から出

荷された米沢牛の合計3,025頭のうち約31％を占

めている、そういう状況になっております。 

  次に、（２）の繁殖や肥育に関する課題をどの

ように捉えているのかについてですが、さきにお

答えしましたように、高齢化、後継者が不在とな

ったため廃業となったことや、新規の担い手参入

が進まないことが挙げられます。 

  加えまして、近年の輸入飼料や生産資材の高騰

により経営が圧迫されるという社会情勢や、畜産

業は畜舎などの初期投資が大きくなることから、

なかなか新規参入ができない状況となっている

ことも課題として捉えています。 

  特に、牛舎を新しく建築する場合には、参考値

となりますが、50頭規模の軽量鉄骨の牛舎の場合、

約5,000万円の費用がかかるとお聞きしています。

廃業された方の牛舎を再利用することで初期投

資を抑える方法もありますが、一方で、昔に建て

られた牛舎の場合は、機械作業に向かず作業効率

が悪いことや、生計を立てている場所から遠いこ

となど立地条件の問題もあります。 

  次に、畜産経営に対する主な支援策についてで

すが、市の単独事業では、優良肉用雌牛導入事業

として、繁殖素牛を導入する際に市有牛の貸付け
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を実施しているほか、肥育牛の素牛導入に当たり

ましては、その借入金に係る利子補給事業を実施

しております。 

  また、自給飼料生産機械の導入や牛舎の整備に

当たっては、県の補助事業であります畜産所得向

上支援事業を活用した支援を行っており、事業費

が大きいものについては、国の補助事業である畜

産・酪農収益力強化総合対策基金等事業、通称畜

産クラスター事業を活用するなど、畜産農家のニ

ーズに合う形で支援を行っているところです。 

  さらに、吾妻山ろく放牧場を毎年５月下旬から

10月下旬の期間で開設運営しておりますが、繁殖

農家の農繁期における労働力軽減と飼養管理に

係る経費削減に向けて御利用いただいておりま

す。 

  次に、（３）の繁殖・肥育センターを早期に整

備できないかについてですが、先ほどお答えしま

したが、畜産業を営むには初期投資が多額なもの

となることから、補助金を活用したとしましても

残りは融資などにより返済しなければならず、個

人経営では非常に負担が大きいものと捉えてお

ります。 

  このため、御意見にありましたとおり、その解

決策の一つとして、市が繁殖牛舎や肥育牛舎を整

備することで繁殖農家は繁殖牛を預託すること

ができ、一方、肥育農家にとりましても、牛舎を

借り受けることで規模拡大や担い手の新規参入

のハードルが低くなるものと考えています。 

  また、施設を整備するに当たっては、一定規模

以上の施設となることから、臭気などの面から周

辺環境への配慮も必要であるほか、利用する方々

を想定した立地条件も十分考慮する必要がある

などクリアしなければならない課題もあります

ので、広域的な視点での検討も必要であると考え

ております。 

  このようなことから、置賜定住自立圏第２次共

生ビジョンでは、今後、米沢牛の振興をさらに図

っていくための取組の一つとして、米沢牛生産基

盤強化事業を掲げ、米沢牛の生産基盤を強化する

ため、事業者の規模拡大支援や各市町の特色を生

かした繁殖・肥育センターを整備し、広域利用を

推進することで、置賜生まれ置賜育ちの米沢牛の

生産を図ることとしています。 

  この方針に基づきまして、繁殖・肥育センター

の整備については、事業者の規模拡大支援と並行

しながら、置賜２市５町と山形県、ＪＡとで組織

する米沢牛ワーキンググループ研究会の中で勉

強会などを行いながら、その可能性について検討

を深めてまいりたいと考えております。 

  次に、３番、アニメツーリズムがもたらす効果

はについてお答えいたします。 

  初めに、（１）の本市における期待できる効果

をどのように考えているのかについてですが、本

市では、映画「好きでも嫌いなあまのじゃく」の

制作及び公開に向けまして、昨年11月末に米沢観

光コンベンション協会や米沢商工会議所、ニュー

メディア、関連事業者、学生などで構成する米沢

アニメツーリズム誘客推進協議会を立ち上げ、毎

月、誘客事業やプロモーション事業をどのように

展開していくかを協議してまいりました。 

  そこで、今年の５月11日には、口コミによる宣

伝効果を期待しまして、市民を対象とした無料試

写会を先行して行い、応募者多数により抽せんで

選ばれた343名の方に御覧いただきました。また、

５月24日からの配信・公開以降は、ＰＲ活動の一

環として、６月２日に映画を制作しました柴山智

隆監督、声優の小野賢章さん、富田美憂さんをお

迎えして、イオンシネマ米沢・そして天童の２か

所で舞台挨拶を行うイベントを実施し、入場制限

の400名を超える多くの県内外のファンの方に来

館いただきました。 

  このほかにも、公開関連イベントとしまして、

６月１日からロケ地巡礼マップを基に、映画の舞

台となりました場所や建物などを巡る聖地巡礼

スタンプラリーを開始しているほか、キャラクタ

ーをパッケージ装飾に使用した米沢産米など、市
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内事業所とのコラボ商品の制作・販売についても

順次進めているところです。 

  まだ映画公開から日が浅く、劇場への入り込み

や視聴数の状況などについては今後注視してい

く必要がありますが、関連イベントなども含め、

幅広い誘客・受入れ事業を展開していくことで、

映画のヒットに応じて多くのファンが本市を訪

れることが期待され、観光消費額の増大など、大

きな経済波及効果を生み出すことができるもの

と考えています。 

  加えまして、アニメを通じた長期的な地域イメ

ージ及びブランド力の向上や、若い世代を中心に

市民が本市への理解、関心を深めることにより、

郷土に対する誇り、愛着の醸成につながるなど、

地域の活性化といった部分でも効果があると考

えています。 

  さらに、アニメは日本が誇るサブカルチャーと

して世界から注目されているコンテンツでもあ

り、インバウンドの獲得につながるものと認識し

ていますので、今回のアニメ公開を仕掛けとした

外国人の誘客についてもしっかり取り組んでい

きたいと考えております。 

  次に、（２）の姉妹都市などと連携し伊達や上

杉の武将を描いたアニメを制作できないかにつ

いてですが、御意見にありましたとおり、上杉家

のみならず、伊達家のふるさととしてもゆかりの

ある本市の歴史、その魅力をアピールし、認知度

の向上と観光誘客の拡大を図っていくためには、

若い世代にも訴求力を持つアニメを基軸とし、内

外に情報発信していくことは非常に重要な取組

の一つであると認識しています。 

  しかしながら、本市が主体となり、アニメコン

テンツを活用した観光誘客を展開していくため

には、解決しなければならない様々な課題が考え

られます。第一に、既存のコンテンツなどを活用

するのではなく、何もないところからアニメを企

画・制作する場合、一般的に多額の制作費が必要

となるため、この資金をどのように確保するかが

大きな課題となります。 

  他自治体の事例といたしまして、福島県伊達市

では平成27年度から、アニメ制作会社と共同で、

伊達政宗を主人公としましたアニメ「政宗ダテニ

クル」を制作するとともに、アニメの原画や絵コ

ンテの展示会、声優が出演するアニメフェスなど

の各種イベントの開催により、誘客を図る取組を

実施しておりました。 

  しかしながら、アニメ１話15分の制作費に約

1,000万円を要し、当初、全12話を制作する予定

だったところ、ふるさと納税、クラウドファンデ

ィングでも財源が確保できず、第６話までの制作

で一旦終了しているとのお話でありました。 

  ２つ目の課題といたしまして、アニメツーリズ

ムによる観光誘客が成功するかどうかは、そのア

ニメ作品自体が成功するかどうかという外的要

因によるところが大きいことです。国内における

アニメ関連産業は年々拡大傾向にあり、作品数も

膨大に存在する中で、予算が限られた自治体が主

導する新規の作品がヒットするかどうかは未知

数の部分が大きく、リスクも伴うことから、題材、

キャラクターの選定、制作手法など、あらゆる面

からも慎重に検討する必要があります。 

  ３つ目の課題としまして、アニメツーリズムに

より訪れる観光客の満足度の向上を図り、リピー

ター化へつなげていくためには、ハードとソフト

両面からの受入れ体制の整備と、地域一体となっ

た連携と意識醸成を図っていく必要があります。

聖地巡礼マップなどをつくり、アニメ聖地と他の

観光資源を掛け合わせることで回遊性を高めた

り、地場産品とのコラボ商品の開発・販売などに

より地域での消費につなげていくためには、地域

の飲食店や小売業をはじめとした関連事業者の

協力が不可欠です。 

  また、最終的に関係人口の増加、さらには移住・

定住へ結びつけるためには、観光に携わる事業者

だけではなく、市民、行政機関なども含めてアニ

メツーリズムに係る認識を共有し、それぞれの役
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割分担の下、受入れ体制をしっかりと構築する必

要があると考えています。 

  以上のことを踏まえまして、現在のところ、市

主導による新たなアニメ制作につきましては、時

間をかけて慎重に戦略を練っていく必要がある

と認識しています。この考えの下、御意見にあり

ました本市姉妹都市・交流都市などとの連携につ

きましては、伊達氏、上杉氏にまつわる共通した

歴史資源を持つ市町が多いことから、それぞれの

強みを生かしながらも、アニメを共通項とした戦

略的な広域連携の取組の可能性について研究課

題とさせていただきたいと思います。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１３番（島貫宏幸議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  順次、再質問させていただきますけれども、副

市長人事の見通しということで、３月定例会の代

表質問でも質問させていただいておりましたが、

その間、進捗があるのかということで今回質問を

再びさせていただいたところです。市民の方から

いろいろと問合せいただいていたこともありま

して、「副市長人事ってどうなったんや」という

ことを度々お尋ねいただいたものですから、今回

再び質問させていただいたところです。 

  先ほど近藤市長からの答弁によりますと、現在

も調整中であるということでありますけれども、

関係部課長が副市長になったつもりでいろいろ

と対応されているというお話でありましたけれ

ども、条例に定められている副市長人事でござい

ますので、できる限り早く議会にも市民の方にも

お示しいただければと思った次第であります。 

  それで、次へ移りますけれども、現在、米沢牛

の生産基盤強化について、先ほど演壇で産業部長

から答弁いただきましたけれども、私も関係者の

方に直接話を伺って課題を共有しているところ

であります。 

  実は自分の子供が今、米沢牛の生産に対して興

味を持って、専門の学校を出て親元就農を考えて

いるのだけれども、自宅の敷地内にある牛舎では

老朽化もしているし狭いし、まして学校で習った

牛舎でいくと、先ほど軽量鉄骨のお話もありまし

たけれども、大変立派な牛舎で、大型機械を用い

ながら省力化に努めている。そして、最新の設備

で学んできたものですから、そのギャップがやは

りでっかくて、それでも何とか就こうと志を持っ

て地元に帰ってこられたのだけれどもと。 

  ただ、その中で建て替えをするに当たっても、

先ほど5,000万円程度かかると産業部長の答弁で

もありましたとおり、頭数によっては相当大きな

牛舎を整備しなければいけない。例えばですけれ

ども、億超えの金額がかかる場合もあるし、その

用地の確保もしなければいけない。また、自宅の

敷地の中に牛舎を建てているけれども、規模を大

きくするとなると、鳴き声とか、例えば臭いとか、

環境問題に関係するものもあって、これまで仲よ

く御近所付き合いさせていただいたけれども、御

理解をいただけるかどうか不安だという声もあ

りました。 

  そうした中で今回質問させていただいているわ

けでありますけれども、市の場合、先ほど様々な

補助、支援を紹介いただいておりますけれども、

そうした新規就農に関して、なかなか高額である

がゆえに人材の確保も難しいということであり

ました。そして、新規就農に関しては、先ほど答

弁いただいているのですけれども、これは２回目

の質問をしますよということで通告してあるの

ですが、改めてもう一度その辺を聞き直しさせて

いただきたいと思うのですけれども、新規就農の

皆さんについての相談があった場合、どのような

補助、支援をされるのか、その点についてお知ら

せいただきたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 御質問は牛舎に多額の経費が

かかるというようなことだと思いますけれども、

その整備費用への支援でありますが、国、そして
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県、市それぞれ補助事業のメニューがございます。

特に事業費が大きいものにつきましては、国の補

助事業を活用することになります。 

  ここ最近の市内における牛舎整備の事例を御紹

介させていただきますと、昨年、国の補助事業で

あります畜産クラスター事業を活用いたしまし

て、繁殖牛40頭規模の木造牛舎と併せまして堆肥

舎を整備され、繁殖から肥育までの一貫経営に取

り組まれている生産者の方がおられます。この方

の場合の総事業費は約１億3,000万円でありまし

たけれども、うち補助金額につきましては4,900

万円というところでございました。 

  これは大規模な場合でありますが、このほか比

較的小規模な増改築であったり、自給飼料生産機

械、自動給餌器、そういう設備投資には県、そし

て市の補助事業が活用できますので、補助事業の

活用、そして具体的な内容をまず産業部農政課に

御相談いただけましたら、一番有利な方法などに

ついていろいろお話をさせていただけるかと思

います。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１３番（島貫宏幸議員） そうした親身になって

身近な困難を克服するために何とか事業をした

いという声に寄り添っていただけるというのは

すごくありがたいと思った次第であります。 

  演壇でもお話をさせていただいておりましたけ

れども、置賜定住自立圏第２次共生ビジョンの中

では、牛舎整備、令和６年から令和10年にかけて

ということで、同じ期間に米沢市と川西町の記載

がありました。具体的に話が進むかと思ってかな

り期待をして読み込んだところではありますけ

れども、当該施設整備に係る支援を行うというこ

とでありますと、具体的な計画などもそろそろ模

索しないとという思いに至るわけです。その辺に

ついては、市としてどのように認識をされている

のかお聞かせください。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 置賜定住自立圏構想の第２次

の共生ビジョンにおける、今お話のありました牛

舎の整備でありますけれども、これについては行

政、そして民間、事業者の方々、それぞれが整備

する様々な場合を想定して、この期間を生産者の

規模拡大に対する補助事業を活用した支援期間

と捉えていたところです。 

  本年度につきましては、県の補助事業を活用い

たしまして、50頭規模の牛舎２棟を２か年で整備

しようとする生産者の計画、これが米沢市にあり

ますので、現在、計画承認に向けた手続を進めて

いる、そういう状況です。 

  今後とも、牛舎整備の支援につきましては、置

賜の各市町や県、ＪＡと連携するとともに、国、

県の有利な補助事業を活用することで、本市をは

じめとした置賜地域の畜産農家に対する規模拡

大を進めていきたいと考えております。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１３番（島貫宏幸議員） くくりでいきますと、

やはり置賜定住自立圏構想の計画の中での整備

となると、本市における整備、単独で考えた場合

に、その大きな中の３市５町の中の一つという捉

え方になってしまうのかと思ったところです。 

  ちなみにですけれども、50頭を飼育する牛舎２

棟ということでありましたが、これは米沢市での

ということでよかったですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 この事業につきましては、米

沢市内であります。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１３番（島貫宏幸議員） 着手されて、少しずつ

生産拡大に向かって市でも支援していただいて

いるということであります。 

  少し話を戻させていただきますけれども、繁

殖・肥育センターの必要性、先ほど産業部長も必

要性については大事に考えていかなければいけ

ない旨の御答弁をいただいたところであります。

規模の大きな施設になれば、やはり環境問題に行

き着くかと思います。かといって高地に、山里、
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人里離れた場所へ整備しなければいけないなん

ていうことになれば、通うにも大変ということも

言えるかと思います。冬季も含めて通うのは大変

だということもあります。そういうことを総合し

て考えたときに、整備に向けた候補地の選定につ

いてはどのようにお考えなのか伺っていきたい

と思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 御意見のとおり、整備に当た

ってやはり一番大事なのは、周辺にお住まいの方

との合意の形成であったり、環境上問題のない場

所が確保できるのか、そして防疫上の課題など、

考慮すべき項目はいろいろございます。置賜定住

自立圏の第２次共生ビジョンにありますように、

やはり置賜全体の広域的な視点での設置の可能

性を十分考えながら事業を進めていく必要があ

ると考えているところです。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１３番（島貫宏幸議員） 期待しているところで

はありますけれども、やはり大規模なものを建て

るとなると、それなりにしっかりと準備して周辺

環境に配慮した中での計画ということになろう

かと思いますけれども、ぜひ内定をいただいて、

米沢市の生産者の方が利用できる場所に工事、ぜ

ひ選定いただければと思ったところであります。 

  この件について市長に伺っていきたいと思うの

ですけれども、繰り返しになりますけれども、個

人での最新の例えば大型機械を入れるような規

模の大きい牛舎の整備には大変なリスク、負担が

かかります。センター整備を早期に実現していく

ためには、生産者の皆さんの期待に応えていく責

務を私なんかは感じているわけでありますけれ

ども、米沢牛の銘柄推進協議会の会長でもある近

藤市長から、その思いや考えなどを伺っていきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 島貫議員の御質問にお答えします。 

  島貫議員が御指摘のとおり、米沢牛というのは

米沢の大事なブランドであると同時に、置賜全体

にとっても宝の存在だろうと思っております。し

たがいまして、このブランドをきちんと維持し、

維持するためには生産者の方がいなければ何も

ならないわけですから、生産者の方々の経営が安

定するということは非常に行政としても重要だ

と。ここはもう島貫議員の御指摘のとおりだろう

と思います。 

  私も様々な機会を通じて、新規就農の畜産家の

方であるとか、また現実に市内の牛舎を何件か訪

問させていただいて意見交換を重ねてまいりま

した。そうした中で、皆様からやはり畜舎整備に

は大変なお金がかかるということであるとか、ま

た堆肥の処理に大変苦労しているといった話、課

題を伺ってきたところであります。こうした米沢

牛というものを守るためにも、生産者の方々が意

欲を持って畜産業を営むことができるような環

境整備が大事だと思っていますし、その支援につ

いては、市だけではなくて、当然国であり、県で

あり、ＪＡなど、関連機関が力を合わせてやるこ

とが大事だと思っているところであります。 

  島貫議員が御指摘の繁殖・肥育センターについ

ても、安部部長が答弁したとおり、県、そして３

市５町、ＪＡ、関連団体ときちんと連携して研究

を急ぎたい、こう思っているところであります。 

  また、既存の生産者の方々からは、やはり排せ

つ物の処理が大変なのだというお声を聞きます。

ここさえきちんとできると、幾らでも規模は拡大

したいのだというお話も聞いておるところであ

ります。 

  やはり米沢牛自体の生産頭数を増やすというこ

とは非常に大事なことでもありますので、いずれ

にいたしましても、限られた予算の中でどうやっ

て規模拡大して、そして新規参入も増やし、経営

を安定してもらうのかという具体策の研究を、繁

殖センターの件も含めて急ぎたいと、このように

思います。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 
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○１３番（島貫宏幸議員） ありがとうございまし

た。具体的にやはり生産される方の声をお聞きに

なった中でのいろんな判断、これからあろうかと

思いますけれども、ぜひ地元の若手生産者、これ

から後を継ごうとする皆さんの期待に沿えるよ

うに、ぜひ鋭意努力いただければと思った次第で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に移ります。アニメツーリズムについて伺っ

てまいります。 

  今回、最後に、地元の戦国武将のアニメーショ

ンという発想に至った経緯についてまず初めに

お話しさせていただきたいのですけれども、本市

の関地区にある支倉常長生誕之地歴史資料館内

に伊達政宗に関する資料館がございます。同時に

展示されているということで、御縁がありまして、

先月になりますけれども、米沢市出身で仙台在住

の伊達政宗の案内人という方が米沢にお越しに

なったときに詳しくお話を伺ったところでした。

大変貴重な資料なんかも展示されていて、時系列

的にいろんな御説明を伺ったところです。 

  その中で、米沢は上杉の城下町の印象が少し強

いと。あまりにも有名な伊達政宗の生誕地である

にもかかわらず、どうやら上杉の城下町が少し強

くて、何とか伊達政宗の生誕の地であることを地

元の子供たちにも伝えたのだなんていう話も伺

ったところでした。これに関しては、５月21日の

山形新聞の記事にも一部内容が上がっておられ

たようですけれども、子供にも分かりやすくと考

えたときに、やはり写真や文字、文書のコピーな

どを見ながら説明をして、その文化や活躍したイ

メージを子供に伝えながら理解してもらうのも

一つの手ではありますけれども、やはりアニメを

通じて、費用はかけようがありますけれども、そ

れを米沢の子供たちに見ていただけないかとい

うところが発想の原点であります。 

  そこで、まず１点目を聞きたいのですけれども、

米沢アニメツーリズム誘客推進協議会が発足さ

れております。こちらの協議会の具体的役割と本

市の関わりについて伺っていきたいと思います。

いかがでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 アニメツーリズム誘客推進協

議会について少し御紹介させていただきますと、

様々な関係機関・団体が連携しながらアニメツー

リズム事業に取り組みまして、アニメを通し新規

客層への誘客促進を図り、米沢市の知名度向上と

交流人口の増加を図ることを目的として設立さ

れたものです。そして、市の関わりを申し上げま

すと、この協議会の事務局を観光課が務めている

というような関係がございます。 

  この協議会の中におきましては、期待している

効果になりますけれども、様々な業種の方が入っ

ていただいておりますので、そういった方々から

意見、アイデアを出していただくことによって、

実際行うプロモーション事業であったり、誘客事

業が多面的、効果的に行われる、そういう効果を

期待しているところであります。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１３番（島貫宏幸議員） 同協議会については、

長編アニメーションの「好きでも嫌いなあまのじ

ゃく」を機にアニメツーリズムに特化した様々な

役割を果たしてもらう意味合いで設立されたと

いう理解には至っているのですけれども、せっか

くつくったものでもありますので、細く長くとい

うわけにはいかないかもしれませんけれども、今

回の長編アニメーションの成功を前提に、この協

議会はやはり長く残していただきたいというこ

とをまずは申し上げておきたいと思います。 

  それから、先ほど産業部長からも話がありまし

たけれども、仮にアニメを制作するときにどのぐ

らい費用がかかるのだということで私も調べさ

せていただきました。地上波の場合、30分のテレ

ビアニメの制作費は、びっくりしたのですけれど

も、１話当たり1,000万円から高いもので3,000万

円ということでありました。戦国武将の活躍を描

くとすると動きもかなり激しいので、こまの数が
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多くなるということも想定されますので、やはり

高い金額になるかと思っているところでありま

すけれども、こちらについては実現する前段取り

としてクラウドファンディング、できればガバメ

ントクラウドファンディングなんかも検討して

いただきたいと思っているのですけれども、中身

としては、先にやはりキャラクターを確定させて、

物語、ストーリーをある程度煮詰めた上でないと、

例えばクラウドファンディングにのせたとして

もなかなかなびいていただける方は少ないのか

と思ったところです。 

  そうしたことも含めて、いろいろとやはり検討

は十分やっていかなければいけない、承知してい

るところでありますけれども、例えば姉妹都市や

関係市町へ呼びかけをさせていただきながら、観

光振興につながる新しい枠組みを設けて、先ほど

もクールジャパン戦略が新たに５年ぶりに制定

されたということもありまして、戦略的にこれか

ら日本も進んでいくこと前提でいろいろ検討し

ていただきたいと思っているところです。その点

についてはいかがでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 お金の話ばかりで大変恐縮な

のですけれども、先ほども申し上げましたがアニ

メ制作に当たっては、私どもで調査する限り一般

的にやはり多額の費用がかかるため、これを全て

自治体、市費で負担するということは大変難しい

ものだと思っております。 

  今お話がありましたように、制作することにな

った場合は、お金の確保の手段としてクラウドフ

ァンディングであったり、姉妹都市、関係団体へ

の呼びかけなど、あらゆる手段を講じながら確保

して調達していく必要があると思っております。

アニメ制作につきましてはやはりその内容も非

常に大事ですので、少し時間をかけ様々な観点か

ら戦略的、そして慎重に考えていく必要があると

考えているところですので、よろしくお願いいた

します。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１３番（島貫宏幸議員） この件について、ぜひ

近藤市長にもお伺いしていきたいと思っている

のですけれども、都市をまたいだ前例のない企画

になるかもしれません。そのため姉妹都市や関係

市町を巻き込んだ観光振興、これにチャレンジす

るのは容易なことではないと私自身もこの質問

をしながら思っているところであります。 

  ただ作品の二次利用、グッズ販売など、関係市

町の皆さんにも双方の商業振興、観光振興にもつ

ながる側面もありますので、ここでいうと伊達政

宗公、例えばですけれども、近藤市長も仙台市長

と大変交流があるということもありまして、伊達

政宗の出身地のつながりで仙台市長はじめ関係

の市長の皆さんと、この件についてばかりではな

いかもしれませんけれども、かけ橋になっていた

だければと思ったところです。この点については

いかがですか。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ありがとうございます。郡和子仙

台市長とは確かに元同僚でありましたし、旧知の

中であります。郡市長から、先日東北市長会でお

会いしたときも、伊達のふるさと米沢ということ

をもう少しうまくＰＲして仲よくやりたいです

ねなんていう話もおっしゃっていただきました。

やはり100万都市仙台というところと経済的にも

深く関わること、もっと連携を深めるということ

は米沢にとっても非常に大事なことだと、このよ

うに思っていますし、人的な交流も米沢市民が仙

台に行って仕事をしているということが非常に

多いわけでありまして、伊達とのつながりという

のをいろんな多方面で深めるということは大事

だと思います。 

  御提案のアニメの件でありますが、そう簡単な

ことではないと思っておりますけれども、機会を

捉えてアニメツーリズムについて仙台市はどう

いう取組をされているのかということは話しか

けていきたいと思いますし、上杉関係でいうと、
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上越とか南魚沼とか、それぞれまちづくりに熱心

な首長さんたちもいらっしゃいます。首長同士だ

けではなくて、相田議長を中心に議員同士での御

連携も大変、米沢市議会は広くやられていますの

で、様々なチャンネルを通じて経済交流といいま

しょうか、観光の材料を発掘するということは大

事かとこのように思っています。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１３番（島貫宏幸議員） 大変期待しているとこ

ろでありますので、ぜひ引き続き、アニメにかか

わらず、アニメもそうですけれども、ぜひ実現に

向けて様々な連携を模索しながら市のために頑

張っていただきたいと思ったところです。 

  昨日ですか、テレビのニュースに流れましたけ

れども、上杉謙信公の白頭巾を含む上杉神社が所

有する国の重要文化財に指定されている服飾品

４点が修復されるということが決まって、今日京

都に出発するのだということでありました。 

  そのくだりがかなり気になっているのですけれ

ども、６年後、上杉謙信公の生誕500年に公開す

る予定だということもありました。そうしたこと

も含めて、アニメもそうでありますけれども、本

市の観光コンテンツのこれからの見通しについ

ては、さらにいろいろと先々を見据えた戦略的な

ものを考えていく必要があると思いますので、そ

うした充実を図っていっていただきたいという

ことを申し上げながら、私の質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○相田克平議長 以上で13番島貫宏幸議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 １時５６分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ２時０６分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢駅前の再開発について外１点、２番

成澤和音議員。 

  〔２番成澤和音議員登壇〕（拍手） 

○２番（成澤和音議員） 一新会の成澤和音です。 

  このたびの一般質問は、米沢の将来に大きく関

わってきます米沢駅前の再開発についてと、人中

心のまちづくりの推進についての２点を伺いた

いと思います。 

  大項目１の米沢駅前の再開発について質問いた

します。 

  新幹線の発着時間ともなると、米沢駅前のロー

タリーにはバスやタクシー、一般の送迎車両でご

った返す時間があります。なるべく駅舎の近くに

止めたいという気持ちは分かりますが、駅正面の

降車場に長時間駐車する車や２列に重なって停

車する車も見受けられ、ロータリーが非常に混雑

するときもあり、降り立った人たちは車に気をつ

けながら歩かなければなりません。これは今現在

のロータリーの構造に問題があると考えます。 

  ３年前の総務文教常任委員会で、公共交通に関

して政策提言を行いましたが、その際に参考とし

たのが姫路駅前の歩車分離の構造並びにトラン

ジットモール（一般車両の通行を制限し、バスや

タクシー、ＬＲＴなどの公共交通機関だけが優先

的に通行できる形態）です。以前も議会で取り上

げましたが、昔の姫路駅前は米沢駅のようなロー

タリーの構造をしていました。歩行者の動線も悪

く、混在した車両の乗り入れがあり、非常に混雑

していた一方で、どことなく活気が感じられない、

そんな印象でした。 

  そこで計画したのが、歩行者を優先とし、公共

交通と一般車両を分けたトランジットモールを

設けた歩車分離のロータリーです。駅前の眺望も

よくなったほか、キャッスルガーデンと呼ばれる

市民の憩いの場を創出し、車から人へという流れ

に大きくかじを切りました。この歩車分離の空間

ができたことで、誰もが安心して道の真ん中を歩
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けるようになり、駅に活気とにぎわいを取り戻し

た全国でも有名な成功事例となっています。 

  人口規模、財政規模は違えども、まちづくりの

手法や駅前整備構想に衝撃と感銘を受けたとこ

ろです。今今は難しくとも、10年後、20年後、子

や孫の代に誇れる米沢、自慢できる駅前を残して

いくためには、こういった構想、グランドデザイ

ンを今からつくっていくことが必要だと確信し

たところです。 

  そこで伺いますが、米沢駅前ロータリーを歩車

分離の構造にし、にぎわいのある空間をつくって

いけないものでしょうか。手始めに一般車両の駐

車場を移設してみてはいかがでしょうか。バス、

タクシー等の公共交通機関と一般車両を区別す

ることで、人の動線を分けることができると思い

ますが、いかがでしょうか。 

  もう一点、西口北側の市営駐車場に関して、私

の構想に必要不可欠な立地でもありますが、今後

の方針についても伺いたいと思います。 

  小項目２、駅併設の施設を設置し、にぎわいづ

くりできないか。 

  米沢に住む人で、日常的に駅を使う人は多くは

ありません。通勤・通学で市外に行かれる方、出

張等に限られると思われます。インターネットの

情報では、米沢駅の１日の乗車人数は1,600人少

しですので、人口でいえば２％ほど、市外の利用

者もいることを考えれば、１％に満たない可能性

もあります。ただ、年間に換算すると約60万人が

駅を利用していることになります。図書館の利用

者数は年間30万人程度ですので、いかに多いか分

かります。これが仮に図書館等の公共施設が併設

されていたならば、年間100万人の集うまちづく

りの拠点となっていたはずです。 

  同じく総務文教常任委員会で視察した山口県周

南市の徳山駅では図書館が併設されている駅を

つくりましたが、夕方には駅を利用する社会人、

高校生たちでにぎわっていました。人口規模は

1.5倍ですが、駅前の賑わい交流施設（図書館）

の利用者数は年間200万人に上り、人口規模以上

の活気を感じました。今までは、本市では中心市

街地活性化の名の下で町なかに図書館を建設し

ましたが、山形や酒田をはじめ多くの自治体では

駅を中心としたまちづくりも進めています。 

  全国各地には、いわゆる駅ビルなど、商業スペ

ースやホテル、そのほか公共施設を併設されてい

るところがあります。本市においても、公共施設

等や民間を含めた施設を併設し、駅を中心とした

まちづくりを進めていけないものでしょうか。 

  小項目２、市営駐輪場の空きスペースを利活用

できないか。 

  資料１の投影をお願いいたします。 

  米沢駅西口にある市営駐輪場ですが、少子化や

高校のスクールバス化などもあり、以前より利用

者数が減少傾向にあると聞きました。先日も現地

見学してきましたが、２階建ての建物のうち、１

階部分はおおむね利用されているものの、資料の

下の写真のとおり、２階はがらんと空いているよ

うな状況でした。この空きスペースを利活用でき

ないものでしょうか。例えば手狭になっている駅

の待合スペースや先ほど紹介した図書館やサテ

ライト、高校生等の学習スペースとして利活用で

きないか伺いたいと思います。資料ありがとうご

ざいます。 

  大項目２は、人中心のまちづくりの推進につい

てです。 

  話題になっているまちづくりの先進事例を見て

みると、車道の幅員を減らして歩道を拡幅したり、

先ほどお話しした駅前に関しても、ゆとりある歩

行者空間を確保するために再整備したり、都市空

間をリノベーションしている自治体が数多くあ

ります。その多くは、歩行者数の増加や周辺地価

の上昇といった効果が出ています。「居心地が良

く歩きたくなるまちなか」を進めるために、国で

も「ウォーカブル空間の形成」を推進しています。

残念ながら、車社会の米沢においては、そういっ

た事業計画は今現在持ち合わせていません。 
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  一方、昭和40年代に遡りますが、今の文化会館

前には憩いの空間、中央広場がありました。今で

は珍しい噴水もありましたが、地元からの要望で

廃止され、その後に一方通行、そして現在は相互

通行となりました。また、平和通りに関しても、

間もなく一方通行から相互通行とするなど、歩行

者ではなく車社会を助長したまちづくりを進め

てきました。正直申し上げますと、中心市街地活

性化どころか、人の回遊空間が減少するため、ま

すます人出が減るのではないかと懸念していま

す。車社会の米沢であっても、もっともっと人が

歩ける空間を増やしていくことが活性化の鍵だ

と思います。 

  そこで小項目１、上杉神社周辺について回遊空

間を確保できないか伺います。 

  資料２をお願いいたします。 

  こちらに関しては、2022年６月の一般質問でも

取り上げた項目ですが、観光客や市民の方々に安

心して歩いていただくために、資料のように米沢

城跡のお堀東側、おまつり広場から上杉伯爵邸ま

での区間の市道を廃止できないものでしょうか。

特に、上杉神社参道前の横断歩道については、視

界を遮るように塀があるため、注意して渡らなけ

ればなりません。下の資料は、以前上杉まつりの

翌日に撮った写真ですが、横断歩道付近で追越し

している車を見つけました。このエリアは米沢の

観光のメインということを鑑みた場合、ここの市

道を廃止し、気軽にまち歩きや散策できるように

すべきだと思いますが、当局の方針を伺いたいと

思います。資料ありがとうございます。 

  小項目２、公園とまちが一体となったランドス

ケープ空間をつくれないか。 

  市内には都市公園や児童遊園が設置され、市民

の憩いの空間として使われています。しかし、ど

ことなく入りにくく閉鎖的な空間のように感じ

てなりません。なぜかといえば、公園を囲むよう

にフェンスが設置されていることが一つの理由

に感じます。もっと公園をオープン化し、入りや

すい公園をつくるために、既存のフェンスを撤去

し、まちと一体となったランドスケープ空間をつ

くれないか伺います。フェンスも老朽化している

ところもたくさんあるため、今後新設するのでは

なく撤去していくべきだと思いますが、いかがで

しょうか。 

  それともう一点、中心部の空き地等にポケット

パークを設置できないか伺います。ポケットパー

クに関しては、花と樹木におおわれたまちづくり

計画にある一事業で、本市でも過去に一度、札の

辻跡に歴史公園として設置した事例はありまし

たが、様々な理由によって廃止され、現在は交番

となっています。全国的には、花壇やベンチが整

備されていたり、足湯があったり、町なかの憩い

の空間として活用されている事例があり、ポケッ

トパークをまちの中心事業に据えている自治体

もあるほどです。 

  近年は、中心部でも空き地が目立ってきました

し、山大周辺や丸の内交差点など、道路拡幅等に

よって中途半端な空間が今市内でもあちらこち

らにできています。例えばバス停周辺にそういっ

たポケットパークを設置し、バス待ち環境の整備

を行ったり、除排雪のスペースなどの多目的な利

用をしたり、空き地や未利用地にポケットパーク

を整備することで、魅力ある都市空間をつくるこ

とができると思いますが、いかがでしょうか。 

  以上で壇上の質問を終わりにします。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、１、米沢駅前の再

開発についてのうち、（１）駅前ロータリーを歩

車分離の構造にできないかと（２）駅併設の施設

を設置し、にぎわいづくりできないか及び２の人

中心のまちづくりの推進についてお答えいたし

ます。 

  初めに、１の（１）駅前ロータリーを歩車分離

の構造にできないかとの御質問でありますが、現

在、米沢駅前広場につきましては、平成４年の山
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形新幹線の開業に合わせて、駅舎の全面改築とと

もに、米沢駅西口の広場や街路、駐車場、駐輪場

などについてこれらを一体的に整備を行ったも

のであります。 

  従前の駅前広場と比べ、歩道や広場の面積を増

やしたこともあり、歩行者の安全性や機能面につ

いての向上が図られたところではありますが、一

方で、駅前広場への出入口につきましては、複雑

な交差点に接続することやもともと限られたス

ペースの中での整備であったこともあり、全体と

しては車に視点を置いた造りとなっているとこ

ろであります。 

  昨今行われているほかの自治体での駅前広場の

整備などにおいては、公共交通の利便性の向上と

ともに、歩行者中心の公共空間への転換を基本と

して整備するケースが増えているものと認識し

ておりますが、これは数年前から国が推進してお

ります「ウォーカブルなまちづくり」に関する取

組を伴う、制度面や財政面での支援が後押しにな

っているものと捉えております。 

  本市といたしましても、これらの動きに応じた

まちづくりの推進も重要であると捉えていると

ころでありますが、駅前広場に関しては、まずは

使い方などのソフト面における安全性の向上に

ついて検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、（２）の駅併設の施設を設置し、にぎわ

いづくりできないかとの御質問でありますが、駅

につきましては、バスや鉄道などの交通結節点と

して、様々な目的を持った不特定多数の方々の移

動や滞在が行われる空間であり、人、もの、こと

などが集まるなど、様々な可能性や価値を持つ場

所であると捉えております。 

  このような駅の価値に着目し、昨今においては、

長井市での全国初となる駅と市庁舎の合築や、図

書館と屋内遊戯施設の複合施設の隣接整備、酒田

市での図書館やホテルなどの複合施設の隣接整

備など、県内における取組の事例もございます。 

  本市におきましては、立地適正化計画における

都市機能誘導区域に米沢駅前が含まれているこ

とも踏まえまして、今後、にぎわいの創出やまち

の魅力を高めるための長期的なビジョンについ

て、公共施設の移設や民間施設の誘導を検討する

上で、米沢駅前区域を視野に入れることも重要な

要素の一つであると考えております。 

  現時点におきましては、駅に公共施設や民間施

設を併設するような具体的な計画はないところ

でありますが、人々の交流を通したイノベーショ

ンの創出やまちの魅力の向上など、都市再生にお

いて新たな好循環につながる可能性を持つ大事

な視点であると考えております。 

  加えて、これらのプロジェクトの実現に向けて

は、本市全体として費用も含め大きなウエートを

占める施策となることが考えられることから、な

かなか難しいところではありますが、他自治体の

事例を研究しながら、本市の特性や特徴を生かし

た本市の魅力向上につながる取組となるよう努

めてまいります。 

  続いて、２の（１）上杉神社周辺について回遊

空間を確保できないかとの御質問でありますが、

まず、現状を申し上げますと、当該道路は、市道

中央六丁目松が岬公園回り線となっており、市道

沿線には上杉記念館や児童会館などの公共施設

の立地のほか、周辺住民の生活道路として機能し

ております。 

  また、桜の開花時期などにおいては、お堀の周

り全体が撮影スポットとなるなど、多くの観光客

などの方が往来している状況であり、特に主要地

方道米沢猪苗代線からの上杉神社に向かう参道

と当該市道との交差点となる松が岬神社前の横

断歩道は、多くの観光客などが利用するため、特

に歩行者への安全配慮が必要なことから、横断歩

道前後の市道に注意喚起や停止線の路面標示を

行い、通行車両から歩行者を守る安全対策を講じ

ているところであります。 

  上杉神社周辺の歩行者中心の回遊空間を確保す
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るため市道を廃止してはどうかとの御提案であ

りますが、当該区間の市道を廃止した場合には、

市道沿線の大規模な未利用地が無接道用地とな

ってしまうため、土地利用に制限がかかってしま

うことから、関係者からの同意を得ることが難し

い状況であります。 

  また、令和４年６月の一般質問で成澤議員より

ありました上杉神社周辺を歩行者天国にできな

いかの質問にもお答えしたとおり、当該区間を歩

行者中心の回遊空間として歩行者専用道路に変

更することも可能ではありますが、平成12年に伝

国の杜及び周辺エリアの一体整備を行った際に、

回遊空間として改修する計画について具体的な

検討を行ったところではありますが、近隣住民の

方や生活道路として利用されている方、その他関

係者の方々などから、通行規制による周辺道路の

交通渋滞や騒音、ごみ捨てなどによる周辺環境が

悪くなるとの意見があり、コンセンサスが得られ

ず、実現しなかった経過がございます。 

  このようなことから、上杉神社周辺の歩行者

（人）中心の道路空間の創出を推進するには、地

元や隣接の土地所有者との合意形成や、関係機関

との協議・調整を十分にする必要があり、過去の

経過を踏まえますと、多くの課題を解決する必要

がございます。 

  しかし、国においても道路法を改正し、にぎわ

いのある道路空間を構築するための道路の指定

制度を設けるなど、道路管理者が地域のにぎわい

創出のためのイベントの場やオープンカフェな

どの道路利用に対する社会ニーズに応え、地域や

民間の創意工夫により、道路空間がより充実し、

地域活動などがより円滑に進められるよう支援

する考えであります。 

  本市といたしましても、上杉神社周辺を回遊空

間として整備できないか今後も研究してまいり

ますが、当面は、上杉まつりや秋まつり、雪灯篭

まつりなどのイベント開催期間についてのみと

なりますが、上杉神社東側の一部区間において車

両の進入を制限し、歩行者専用とすることで、イ

ベント活動を支援し、にぎわいのある回遊空間の

確保に努めてまいります。 

  加えて、地域コンセンサスを得ることが前提と

はなりますが、社会実験といたしまして一定期間、

市道の一部について通行止めを行い、回遊空間と

しての効果検証についても検討してまいりたい

と考えております。 

  次に、２の（２）市内にある公園フェンスを撤

去し、まちと一体になったランドスケープ空間を

つくれないかについてでありますが、まず、公園

周辺にフェンスを設置している理由といたしま

しては、子供たちの公園外への飛び出しや外部か

らの車両などの乗り入れを防止するなどの安全

対策や、隣地との境界や公園区域を明確にするな

どの役割があるものと捉えております。 

  現在、市が開設している公園のほとんどが周辺

にフェンスを設置し出入口を明確化しているた

め、結果として決められた場所からしか出入りす

ることができない状態であることから、周辺地域

との遮蔽感が生まれるなど、その点においては、

まちと一体となったランドスケープ空間とは言

いがたい状況であると認識しておるところであ

ります。 

  なお、今後の各公園の整備や管理方針につきま

しては、その公園の整備目的や周辺環境との調和

などに配慮しながら進めるべきものと考えてお

り、フェンスの設置を前提とした従来型による管

理のみに重点を置くのではなく、安全を確保した

上でフェンスを撤去するなど、議員が御指摘のと

おり、まちと一体となったランドスケープデザイ

ンを取り入れることも重要な視点であると捉え

ております。加えて、より効果の高い開かれた公

園の在り方について、他自治体の事例も参考にし

ながら研究してまいりたいと考えております。 

  次に、未利用地を使ったポケットパークの設置

についてでありますが、ポケットパークにつきま

しては、議員がお述べになった機能のほかにも、
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歩道などと一体的に利用することでウォーカブ

ルな空間として活用できるなど、その活用性につ

いては多目的に広がっているものと認識してい

るところであります。 

  なお、ポケットパークを整備する上での効果的

な未利用地があるかなどの課題もありますが、そ

の在り方については、関係部署との連携を図りな

がら研究してまいりたいと考えております。 

  また、特に道路除排雪作業の雪押し場として、

中心部の空き地などの未利用地やポケットパー

クを活用することは、除雪の効果を高める上で大

変有効であると考えているところでございます

ので、今年度、先進地視察などを行い、検討を進

めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

  〔佐藤明彦市民環境部長登壇〕 

○佐藤明彦市民環境部長 私からは、１の米沢駅前

の再開発についての御質問のうち、（１）駅前ロ

ータリーを歩車分離の構造にできないかと（３）

市営駐輪場の空きスペースを利活用できないか

についてお答えします。 

  初めに、（１）駅前ロータリーを歩車分離の構

造にできないかの御質問のうち、西口の一般駐車

場を移転し、公共交通機関を優先できないかにつ

いてですが、一般車両の利用をどうするかなど

様々な課題がありますので、駅前ロータリーの再

整備を検討する中で研究していきたいと考えて

おります。 

  次に、米沢駅前北駐車場の今後の方針について

ですが、この施設は、本市健全財政の維持に向け

た取組の中で、米沢駅前の駐車環境の変化や公設

での必要性を考慮し、施設の廃止・売却について

検討することとしておりましたが、その後の検討

の結果、民間にはない無料時間の設定や、駐車料

金の収入については、新型コロナウイルスが発生

する以前の令和元年度の約840万円と比較し、令

和５年度は約80％の約670万円まで回復している

現状を踏まえ、当面は現状維持としているところ

でございます。 

  施設の廃止・売却につきましては、重要な拠点

施設である米沢駅の交通結節点としての機能等

を考慮しますと、様々な側面から検討及び調整が

必要と考えておりますので、指定管理施設として

の今後の在り方も含め検討してまいりたいと考

えております。 

  次に、（３）市営駐輪場の空きスペースを利活

用できないかについてお答えいたします。 

  本市には、米沢駅を挟みまして東側に400台の自

転車を収容できる米沢市営駅東自転車駐車場、西

側に1,100台の自転車が収容できる米沢市営駅前

自転車駐車場の２か所を所有しており、主に通

勤・通学などで列車を利用する方に利用されてお

ります。 

  特に西側にある市営駅前自転車駐車場につきま

しては、２階建ての構造になっており、床面積と

しては１階が1,464平米、２階が800平米となって

おります。施設は平成６年度から供用開始してお

りますが、人口減少に伴い利用者も減少傾向にあ

ることから、利用率向上や空きスペースの有効活

用について課題となっているところでございま

す。 

  このため、令和３年度から令和４年度にかけて、

国土交通省が主催した官民連携のためのサウン

ディング――官民対話でございます――の北海

道・東北ブロックに参加し、民間事業者から利用

率向上を目指した施設の有効活用について御意

見をいただいたところでございます。 

  民間事業者からの意見としましては、議員から

もありましたとおり、図書館や行政機関の機能の

一部移管、学習スペースへの転換など、人が集ま

る機能を有したものを誘致してみてはどうかと

の御意見を頂戴したところでございます。 

  しかしながら、断熱機能を有した施設への改修

が必要なことや、冬期間の自転車の利用がなく、

有効に活用できるかなどの課題があること、また
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指定管理者との調整が必要なことなどから、実現

には至っていない現状にあります。 

  今後につきましては、サウンディングにおきま

して、人々が集まりにぎわいを創出するには、駅

前広場や各駐車場も含め、駅前を一体的に再整備

し、観光客のみならず市民にも利用しやすい施設

へとの御意見をいただいたこと、また、来年には

県立米沢工業高等学校と県立米沢商業高等学校

が統合されることなどから、今後の利用の動向を

見ながら利活用について研究していきたいと考

えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 成澤和音議員。 

○２番（成澤和音議員） まずは、ありがとうござ

いました。 

  すみません、戻って早々大変申し訳ありません

が、駐輪場の件から再質問させていただきたいと

思っております。 

  令和３年、令和４年にサウンディング調査され

たということで、私も現地を見せていただきまし

たけれども、２階が本当にがらんと空いていても

ったいないと思うわけなのです。これぐらいの施

設を新しく一から造ろうと思うとなかなかの費

用がかかる。でも、今は駐輪場の２階がそれぐら

い空いているので、そういったものを考えたとき

に活用できないかというような御提案だったの

です。 

  今、図書館を見てみますと、結構高校生たちが

夜遅くまで勉強していてＪＲの時間を待ってい

るというような話を聞いたのです。ただ、やはり

駅までの距離を考えたときに、そこの駐輪場の２

階のスペースで学習環境であったりとか、そうし

たほうがはるかに効率はいいと思ったわけなの

ですけれども、今の御答弁ですと、あそこを全部

再整備するまでは検討しないということですか。

ということは、10年、20年しないというような考

え方でいいのか。すみません、いやらしい質問で

すけれども、御答弁をお願いしたいと思います。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 10年、20年先まで検討し

ないということではなくて、これから検討を始め

るということで御答弁させていただいたつもり

でございます。 

  これまでも、駅の中にコワーキングスペースを

設置したり、既存の施設を有効活用している例な

どもございますので、それぞれどのぐらいの事業

費がかかるですとか、どういった有利な財源が確

保できるかなどのタイミングの問題もあるかと

思いますので、検討を進める中でその導入の時期

については確認してまいりたいと考えておりま

す。 

○相田克平議長 成澤和音議員。 

○２番（成澤和音議員） ありがとうございます。 

  私、この後提案しますけれども、駅の再開発と

は別に考えて、それまでの暫定措置でもいいかと

思ったわけなのです。ここの駐輪場に関してはで

きて30年近くたちますし、耐用年数で考えたとき

にあと10年、20年したときに少し検討しないとい

けない。そのときに駅前の再開発とかが併せてで

きればいいと思っていたので、ここだけは先に私

は取り組んだほうがいいと思うのです。 

  利活用を図っていく駅前の一つの起爆剤として

活用していっていただきたいと思っております

し、一つ福島市の事例を見せていただいたら、福

島市は図書館が分館、ライブラリーも含めると19

か所あるのです。米沢は本館と一部コミセン等に

図書館等がありますけれども、やはり圧倒的に図

書館の数、スペースというのは足りないのかと思

ったときに、それも一つの選択肢だと思うので、

ぜひ前向きに検討していっていただきたいと考

えているところでございます。よろしくお願いし

ます。教育委員会もぜひとも前向きに御検討いた

だきたいと思います。 

  続きまして、駅前の再開発計画に移らせていた

だきたいと思います。 

  資料３の御投影をお願いしたいと思います。こ
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ちらは私が作成したものですので、少し見にくい

ところは御了承いただきたいと思います。 

  左側のほうを少しズームしていただきたいと思

いますが、こちらが現在の米沢のレイアウトにな

っております。図の上から申し上げますと、先ほ

ど話した市営の北駐車場で、駅前広場があって、

タクシー乗り場、駅前ロータリーがあって、バス

停、駐輪場というような、こういう配置になって

おりますが、先ほど建設部長からもありましたけ

れども、やはり見ると車がほとんどの大部分を占

めているかと思っております。 

  右側のほうに移っていただきたいと思いますが、

私が考えた一例ですので、こうしてくださいとい

うわけではなく、もっと動線的に人を中心に据え

た駅前をつくっていきたいということで、私は姫

路駅や他市を参考にさせていただいて、こうすれ

ばいいのではないかというところで製作したの

で見ていただきたいと思いますが、駅の正面に駅

前の広場、もう少し下のほうを映していただくと、

駅を降り立ったときにやはり駅前の広場、ここの

にぎわい空間というのは私は重要かと思ってお

ります。今ロータリーになっているところを駅前

の広場にしたりとか、少し公共交通、今大分タク

シープールを見てみますと台数も変わってきま

して、そこら辺を再配置すると、公共交通機関と

あとは北側のほうに一般の車両、こう動線を分け

たほうがいいかと考えたところでございます。 

  さらに加えて言いますと、駅正面から入ると五

差路になっておりますが、やはり住んでいる米沢

市民ですらも難しい道路になっている。その五差

路を解消するために、それぞれの公共交通機関の

入り口を設けたりとか、そうして解消できたらい

いと思っています。 

  資料４に移らせていただきたいと思いますが、

こちらも私が素人ながらつくったものですので

参考までに見ていただきたいと思いますが、駅前

に行って写真を撮ってきました。本来であれば目

の前にタクシーがあったりとか道路がある空間

を、ここを広場にすることによって、降り立った

人たちの圧迫感がなくなる。ここで、夏場に関し

ては盆踊りであったりとかイベントをされてい

る団体もございますので、そういった空間を生み

出すことによって駅前の印象というのは大分変

わるのではないかと私自身は思っております。 

  こういった計画をいつつくっていくのか。先ほ

ど佐野議員のグランドデザインの話が出ました

けれども、私も駅前含めたグランドデザインとい

うのは必要だと思うのです。市長に伺いたいと思

いますけれども、私、絶対、まちづくり総合計画

の時期、ここを検討の材料にのっけないともう手

後れになってしまう、それぐらいの危機感を持っ

て今回御提案させていただきますけれども、市長

の駅前の再開発の事業計画であったり、そういっ

たイメージも含めたときに、総合計画に登載する

のかしないのか、そこら辺も御答弁をお願いした

いと思います。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 成澤議員の御質問にお答えいたし

ます。 

  米沢駅前の再開発に関しては、以前といいまし

ょうか、私が市長に就任した直後の地元紙のイン

タビュー記事において、駅前の再開発に取り組み

たいという私の意思について見出しとともに大

きく取り上げられたわけであります。 

  具体的といいましょうか、基本的な考え方とし

ては、山形新幹線の将来的な福島県境のいわゆる

米沢トンネル、こちらの整備を見据えて、そうな

るとトンネルと併せて駅舎の再開発というのも

当然スケジュールに上がってくると。駅舎の再開

発というのが上がってくるとすると、それに併せ

てやはり駅前の再開発もにらんでいかないと、駅

舎ができてからでは到底手後れになるわけです

から、進めなければいけないというような方向性

を示させていただいたと、こういうことでありま

す。このことについては私の選挙公約の中にも明

確に入っている話でありましたから、そういった
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方向性を出させていただいたと、こういうことで

あります。 

  いろんな考え方があって、非公式にはいろんな

様々な方と話をしてみたり、それこそ成澤議員の

先ほど御提案された絵図でありますが、先ほども

山村議員の御質問だったかな、千葉県流山市の話

をいたしましたけれども、まさに千葉県流山市の

駅前というのは子供の広場になっているわけで

ありまして、そうしたケースというのも十分あり

得る話だろうと思いながら聞かせていただきま

した。 

  ただ現時点において、議会にお示しするような

具体的な計画というのは持ち合わせていないと

ころでございます。いずれにいたしましても米沢

駅周辺というのは、山形県の玄関口でありますし、

大きなポテンシャルを持っている場所でありま

すし、米沢の再生について鍵となると認識してお

るところでございます。今後も引き続き、再開発

を含む市街地活性化の可能性について現在検討

しているところでございますので、いろんな御提

案、御意見をいただければありがたいと、このよ

うに思います。 

○相田克平議長 成澤和音議員。 

○２番（成澤和音議員） 先ほども話しましたけれ

ども、米沢の中心市街地活性化といいますと、ど

うしても町なかに焦点を当ててきました。今、結

論から申し上げますと、なかなか進展しない。で

も、ほかのところのまちづくりを見てみたときに、

やはり駅中心としたまちづくりというのを進め

ているわけなのです。私が考えているのは、新幹

線開通を見越してではなく、駅舎の建て替え等を

見越してではなく、今現状の中心市街地活性化を

含めたときの米沢のまちづくりを私は描いてい

きたいと思っているわけなのです。 

  どうしても夢物語と言ったら大変失礼になるか

もしれないですけれども、新幹線のフル規格まで

開通を見越したときには、正直何年先になるか分

からない。10年先かもしれないし、20年先かもし

れない。そういったときからスタートするのでは

なくて、私は今現時点から進めていきたいのです。 

  先ほども話したとおり、自分たちの子供や孫の

代、20年後、30年後のときに米沢の駅、駅は顔で

すから、こういった顔があってよかったと、そう

思ってもらえるように私たちは今からこの米沢

つくっていかないといけない、そういった思いで

提案しているのです。 

  ぜひとも、私、先ほども話しましたけれども、

総合計画、中心市街地活性化を含めたときに、米

沢駅前の再開発を私は盛り込むべきだと思って

いますし、そこからスタートしていくのだと思っ

ています。駅前のロータリーを造りましたけれど

も、もっとこういったことができるではないかと

か、みんなで意見を出し合ってこういったまちづ

くりを進めていく、米沢の顔をつくっていく、そ

ういったことを私は進めていきたいと思います

が、市長どうでしょうか。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 少し誤解をされているので、訂正

していただければと思うのですが、駅舎の問題は

フル規格を前提にしているわけではありません。

これはもう既に山形県もフル規格新幹線という

のにこだわっているわけではないので、具体的に

言うと米沢トンネルというのは早ければ大体十

数年後には完成するということを見越している

わけでありまして、私が選挙公約に掲げたという

のは何も30年先のことを選挙公約に掲げるはず

がございませんので、任期は４年でございますか

ら、４年以内にできるかどうかは別にしても、そ

ういう時間軸で駅前のことを取り上げていると

いうことでありますから、大変何か誤解されてい

るようでありますけれども、そういった時間軸で

駅前再開発ということを申し上げているという

ことをしっかり御認識いただきたいと思ってお

ります。 

  くどいようですけれども、いわゆる新トンネル

は少なくとも米沢市長とするとフル規格という
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ことを全く是認していませんので、そのことを前

提に物事を考えられると大きく間違えますとい

うことだけは御指摘をしたいと、このように思い

ます。 

○相田克平議長 成澤和音議員。 

○２番（成澤和音議員） 私も訂正させていただき

たいと思いますが、まちづくり総合計画の期間と

いうのは、もちろん市長ですので御存じだと思い

ますけれども、10年です。この期間に登載しなけ

れば、10年間は行わないというそういった捉え方

です。市長公約で考えたときには、今提案したこ

とに関しては総合計画に登載しなければ実施で

きないというような捉え方、いいです、もう少し

詰めてからお話ししていきたいと思いますし、私

の思いというのは、素材は提供させていただきま

した。そこをもんでいただいて、中心部ではなく

て駅前にも焦点を当てたほうがいいのではない

かというような御提案ですので、そこら辺、部長

にも御検討いただきたいと思うところでござい

ます。 

  先ほど少し図でも紹介させていただきましたけ

れども、駅の利点というのは非常に多くあると思

っておりまして、ＪＲでつながっていれば３市５

町、ここら辺の中核となるわけなのです。今後見

据えたときには、やはり３市５町の取組として、

駅前にいろんな施設というのも十分検討できる

のかと思っております。 

  南陽市みたいに市役所の隣に文化会館があった

りとかしますけれども、３市５町の行政機能であ

ったりとか様々な機能というのを駅のほうに検

討していくというところも、私は一つの検討材料

になるのかと思っております。 

  少し話は変わりますけれども、今現在米沢市の

都市構造再編集中支援事業を行っておりますけ

れども、私は駅前の再開発をこちらの事業計画に

盛り込んだほうがよかったのではないかと考え

ているわけなのですが、計画に登載すれば実施で

きたという考え方でよろしいのか、お伺いしたい

と思います。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 都市構造再編集中支援事業、

一般的には都市再生整備計画に基づく都市構造

再編集中支援事業と言っておりますが、これにつ

きましては５年間の国の補助事業を実施するこ

とを前提とした計画となっておりますので、その

中に事業実施の中身であったり、事業費であった

り、全体のまちづくりとの関係、そういったこと

を示す内容でございますので、実際実施するとい

うことが決まっていないものについては計上で

きないものとなってございます。 

○相田克平議長 成澤和音議員。 

○２番（成澤和音議員） 過去を振り返ってみます

と、図書館とかサッカー場を造った補助金のまち

づくり交付金でしたか、事業名は出てきませんが、

今回の都市構造再編集中支援事業を含めたとき

に５年に一度、ハード的な補助金が下りてくると。

これは感覚的なものなので、５年後間違いなくあ

るかと言われると分かりませんが、平均するとそ

れぐらいの期間で国から補助があったりとか、都

市の構造をいろいろやったりできるわけなので

す。そう考えたときに、やはりいろいろあります

けれども、私は今度の総合計画に登載して、５年、

10年で駅前をどうしていくか、グランドデザイン

を描いていくためにそういったことを進めてい

くべきだと思いますけれども、部長、改めて御答

弁をお願いしたいと思います。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 御提案の内容につきましては、

やはり最初にやるべきグランドデザインを描き

まして、その中で実施できる内容をしっかり定め、

その上で都市再生整備計画、都市構造再編集中支

援事業に掲げ、事業を実施するという形になって

ございます。この計画については５年間の計画に

なりますので、そこの中でできる事業ということ

で制約が決まってございますので、この計画をつ

くる上でも、やはり事業年度の１年か２年前につ
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くるというような形になってございますので、将

来あるであろうというような事業はここの中に

は掲載できないものと捉えております。 

○相田克平議長 成澤和音議員。 

○２番（成澤和音議員） それでこれまでのまちづ

くり、何かつくるときにこういった補助があるか

ら二、三年前ぐらいから動き始めますで、建物を

建てておしまいだったわけなのです。私の描くグ

ランドデザインというのはそうではなく、こうい

ったまちづくりをするためにこういった施設を

造っていく必要があるのではないか、こういった

機能があるべきではないか、それに向かってこう

いった補助金が出たからこれは整備していきま

しょうと。 

  ゴールはもう見えている、ゴールというか理想、

将来像というのは分かるわけなのですけれども、

そういう取組ですと、どうしても山形市みたいな

ものとかけ離れて、図書館を造っておしまいです、

何か造っておしまいですというような、これまで

の米沢市のように感じますけれども、そこはどう

なのでしょうかね。グランドデザインを描いてそ

れに向かってみんな進めていくべきだと私は思

っているのですけれども、少し違いますか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 グランドデザインの捉え方に

もよるかとは思いますが、我々はやはり長期的な

ビジョンを示す場合に、総合計画であったり、米

沢市のマスタープランであったり、そういったと

ころにこういったまちになりたいのだというよ

うな理想像、将来像を掲げます。 

  駅前であれば、本市の玄関にふさわしい活力の

ある交流拠点を目指してというようなところ、そ

れに寄与するような土地利用を今後していくの

だというまずは一つの大きな方針がございます。

その上でより具体的なものをどうやっていくか

というのは、やはりその段階で基本計画になるの

か、具体的ビジョンというのか、そういったもの

をつくり上げて、その中でどういった事業をやっ

ていくかということを見定めて、国の補助事業と

いう流れになりますので、やはり実施に向けては

そういうステップを踏みながらやっていくとい

うのが一つの流れになってございます。 

○相田克平議長 成澤和音議員。 

○２番（成澤和音議員） 申し上げますと、そう掲

げたのですけれども、なかなか進捗、進展という

のは、駅前に関してはですけれども、感じられな

かったと思ったわけなのです。もう少し私の話と

いうのは下の段階なのかとは思うのですけれど

も、先ほど話したとおり、高校生たちの拠点が必

要ではないかとか、僕はそう思っているわけなの

ですけれども、そういうものをどんどんどんどん

駅に機能を集中できるような、そういった取組を

進めていきたいと思っておりますし、そのもっと

前段階として、駐輪場の利活用に関しては早期に

どうしていくか決めていただきたいと思ってお

ります。 

  続きまして、大項目２の人中心のまちづくりの

ほうに移らせていただきたいと思います。先ほど

建設部長は一定期間通行止めというような話を

しておりましたけれども、祭り期間だけという捉

え方でよろしいのか、それ以外も実施する予定な

のか、お伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 現時点におきましては、祭り

期間のみとは考えておりますが、少しその前後で

長くできないかというところにつきましては、関

係機関としっかり話合いをしていきたいと思っ

ております。 

  あと、社会実験につきましては、やはり地域の

コンセンサスというものが重要になりますので、

それを受けて一定期間、１か月、２か月と、そう

いうオーダーになろうかと思いますが、そういっ

たものを踏まえて回遊空間の効果などについて

も検証してまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 成澤和音議員。 

○２番（成澤和音議員） 私はもう少し踏み込んで
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いただきたいと思っているわけなのです。祭り期

間は当然だと思います。それ以外にも、例えば土

日祝日の実証実験を行えないものなのでしょう

かね。土日祝日になりますとやはり観光客も多く

なりますし、そこを生活道路と考えたときには少

し切り離してできるのではないかと思うわけな

のですけれども、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 議員の提案のとおり、土日で

あればやはり観光客の方が多いというようなと

ころで、安心して歴史的資源とか景観を見ていた

だきたいという思いもございますので、その辺に

つきましても地元の関係者とかそういったとこ

ろの合意というものも必要になろうかと思いま

すので、その辺も勉強させていただきながら検討

してみたいと考えております。 

○相田克平議長 成澤和音議員。 

○２番（成澤和音議員） 最近ではパークレットと

言われるような事業、パークレットというのは車

道の一部を転用してつくられた歩行空間という

ことで、近くですと仙台市の定禅寺通でも実施し

ております。３車線だったのを１車線にして、残

りの２車線をオープンカフェスペースにしたり

とか、バスの停留所にしたりというような、そう

いった取組があります。なかなか理解が得られな

いというときに、本来であればやはり伝国の杜と

併せて、石畳のそういった調和の取れた空間であ

ればいいと思うわけなのですけれども、対面通行、

相互通行ではなく一方通行に減らしたりとか、２

車線あるのを１車線にして片側通行だけ、そうい

った取組も十分できるかと思いますけれども、そ

こら辺の検討というのはいかがでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 今後、社会実験の中でそうい

った効果も検証しながら、様々な課題が出てくる

かと思いますが、そういった中でしっかり検討し

てまいりたいと思っております。 

○相田克平議長 成澤和音議員。 

○２番（成澤和音議員） いろいろ観光地を見てみ

ますと、様々な取組をしておりまして、例えばで

すけれども、道路の両サイドに植樹ますを設けて、

Ｓ字にゆっくり徐行できるような取組をしたり

とか、そういった取組をしてなるべく車の流れを

ゆっくりにするというような、そういったものも

ございます。先ほど建設部長からもあったとおり、

やはり課題はありますけれども、何とかそれを乗

り越えるためにいろいろアイデアを出していた

だきたいと思うわけなのです。 

  平成12年と申し上げたと思いますけれども、そ

れから25年たちまして、やはり今の米沢の状況も

大分変わりました。さらには、隣接している施設

が閉園になったりとかしましたので、そこら辺は

いろいろ昔とは状況が違うのでもう一度検証し

ていただきたいと思いますし、私も地元の方と意

見交換会をしているときには、そうだったらいい

よねというような話もいただいたりはします。 

  ここら辺ですと、上杉文化エリア懇話会という、

いろいろ伯爵邸とかの人たちで協議会をつくっ

ていると思いますので、ぜひそこら辺の方々とも

情報交換しながら、そこら辺の東側に関して進め

ていっていただきたいと要望して、こちらに関し

ては終わりにしたいと思います。 

  続きまして、小項目２に移りますけれども、私

は市内の公園あちらこちらへ行って写真撮って

きましたので、資料５の投影をお願いしたいと思

います。 

  こちらに関しては金池、左上がイオン米沢店の

前にあります春日の公園であったり、あとは右に

は北村公園がございます。左下に関しては、新幹

線がありますので、金池の公園ですね。ですけれ

ども、やはりどれもフェンスで区切られていまし

て、少し閉鎖的な空間、先ほど建設部長からもあ

ったとおり、何となく入りにくいというような印

象でした。 

  右下のところを映していただきたいと思います

が、先ほども島貫議員からありましたけれども、
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清掃後に行ったのでとてもきれいな状況でした。

それが総合公園の写真になりますけれども、こち

らのフェンスは撤去されております。恐らく聞き

取り等でもお話ししなかったのですけれども、壊

れたりして撤去した状況かと思うわけなのです

けれども、やはりフェンスがないほうがすごく開

放的だと思うわけなのです。車の安全対策という

ところも考えたときに、ポールだけは残しておい

てフェンスだけ取っ払うというのも一つかと思

いますけれども、今段階でこういったところだと

外せるとか、何か所ぐらいなくても大丈夫かとか、

そこら辺というのは調べていますでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 御提案をいただいたばかりで

ございますので、今後は全て調査いたしまして、

どういったところが開放空間と周辺との調和を

図ったような公園にできるかというところにつ

いては検討してまいりたいと思います。 

○相田克平議長 成澤和音議員。 

○２番（成澤和音議員） ぜひ早い段階で進めてい

っていただきたいと思いますし、都市と調和の取

れたランドスケープ空間でございますので、よろ

しくお願いします。 

  それと、先ほども話しましたけれども、ポケッ

トパークのほうに移りたいと思いますが、市内で

もかなりの空き地が目立ってきました。ここをも

っと活用できたらいいなと、ただの空き地にして

おくだけではなくて何かできないかと思ったと

きに、例えばなのですけれども、バス停の近くの

空き地に関してですと、バス待ち環境、ベンチを

置いたりとか、そういったものができないかと思

うわけなのです。 

  特定の場所までは言いませんが、以前バスの停

留所があって待合スペースもあったところが、今

はもう待合スペースがなくなってしまったとこ

ろがあったのですが、そういったところにこうい

ったポケットパークを整備してバス待ち環境の

改善を図っていってもいいのかと私は思います

けれども、改めて御答弁をお願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 バス待ち環境にポケットパー

ク、空き地を利用できないかというところでござ

いますが、詳しく私どもも研究しておりませんけ

れども、やはりバス停の近くにそういったところ

があるかというところも課題でありますので、バ

スを担当している部署もございますので、そうい

ったところでも様々バス待ち環境の改善に向け

た検討はなされておりますので、その辺と意見交

換をさせていただきながら今後研究していきた

いと考えております。 

○相田克平議長 成澤和音議員。 

○２番（成澤和音議員） ぜひ、つくるだけではな

くて、用途を明確にして私はつくっていきたいと

思っているわけなのです。今回は、バスに関して

は別の部署が担当していますけれども、そういっ

たところからこういったものが必要ではないか

とか、空き地を活用してできないかというところ

は、ぜひ連携を密にして進めていっていただきた

いと思います。 

  それと、もう一点だけ少しお話しさせていただ

きますと、先ほども話したとおり、交差点改良に

よってすごく空き地、空きスペースができたとい

う印象なのです。山大の交差点と丸の内交差点の

ところのお話しさせていただきますけれども、異

様に用地買収の件もあって少し空き地が目立つ

というところ、そこをどう活用できるかと思った

ときに、資料６の投影をお願いしたいと思います

けれども。 

  たまたま金沢市に行ったときに面白い取組だと

思ったのは、交差点にあるバス停なのです。金沢

市の近江町市場のバス停なのですけれども、こう

いった空間としても使えるのではないかなと。本

来、交差点は駐停車禁止というような印象だった

のですけれども、こういう取組をすればバス停と

しても活用できたりとか、今前段階でもお話しし
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ましたけれども、こういうポケットパークを整備

できないかと思いますが、最後、ここの感想をお

伺いして終わりにしたいと思います。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 交差点で、今どちらかといえ

ば広い空間になっているのではないかというと

ころの要因につきましては、交差点を整備する場

合に、そこに都市計画道路が走っておりますので、

そこの交差点は都市計画の幅員に基づいて買収

している結果、広い形にはなってございます。そ

ういった状況でございます。 

  やはりこれからそういう交差点も含めた空き地

の利用というものは非常に重要になってきます

ので、様々な視点がございますので一概には言え

ませんけれども、そういう利用という視点で今後

も研究させていただければと思います。 

○相田克平議長 以上で２番成澤和音議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ３時０５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ３時１５分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、障がい福祉サービスの確実な実施につい

て外１点、21番鳥海隆太議員。 

  〔２１番鳥海隆太議員登壇〕（拍手） 

○２１番（鳥海隆太議員） 何かこの時間を見ます

と、おばんでございますと言ったほうが早いよう

な、こんな時間になってまいりました。私の質問

は手短にさくっと１時間ぐらいで終わらせたい

と思いますので、どうか御協力のほどお願い申し

上げます。 

  また、今日は傍聴席には、私の質問では珍しく

40人の市民の皆さんが駆けつけていただいてお

ります。これを映像で見ていただけないのが残念

でございますが、ありがとうございます。 

  私は、こう見えましても、何と２人の子供の父

親でございます。子供は現在、高校生であります。

高校生、今一番この季節は落ち着きがないといい

ますか、そわそわしているのでありますが、なぜ

かと申しますと、部活動を行っております。その

部活動の県総体、インターハイ予選ですね。その

県大会がこの時期に集中しております。うちの子

供も御多分に漏れず、部活をやっておるわけなの

ですが、日頃の練習の成果を発揮してもらいたい

と思います。また、競技種目によっては、今週も

行われるなどと聞いております。米沢でもこの県

大会が行われるようであります。 

  日頃からそんな頑張っている子供の姿を見ます

と、いろいろアドバイスしたくなってくるわけで

あります。アドバイスも、子供に対して頑張って

ほしいとか、やはり試合で勝ってほしいとか、そ

ういう気持ちからいろいろアドバイスするので

すけれども、子供にしてみれば、そういったアド

バイスは必要ないといいますか、少しうざいとい

うようにもしかしたら思われているのかという

ような気がいたします。 

  それでも、私は子供の少しでもプラスになれば

いいとか、転ばぬ先のつえではないですけれども、

そういうような考えができればいいと思いなが

ら、余計かもしれないのですけれども、神棚にも

手を合わせながら祈っている毎日でございます。

そういった親の気持ちというのは、恐らくここに

いる皆さんは共有していただけるのではないか

というように思うわけであります。しかしながら、

先ほどのような余計なアドバイスも、その辺も共

有していただけるかというようにも思う次第で

あります。 

  でも、何だかんだ忠告しても、子供はどこ吹く

風というような感じで、右から左に聞き流してい

るのかななんて思いながらいるのですけれども、

やはり子供と話をしますと、自分で失敗したこと
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なんかはよく覚えているようで、そういったこと

は注意しようとかいうように感じるようですね。

そういうことが一番勉強になるのかなと。痛い思

いをして初めて分かるではないですけれども、初

めて気づくというようなことでもあるのかと思

いますし、その気づきがやはり成長につながると、

そのように感じております。少し言い換えれば、

その気づきというのは問題を知るというような、

何が問題かというのが分かってくると、そういう

ようなことではないかと思うわけであります。 

  今回行おうとしている質問も、まさに知り得た

ことであります。それはある日の朝でありました。

いつものように議会へ行く準備をしているとき

のことでありました。知り合いの方から一本の電

話をいただきました。その電話の内容は、とにか

くこの状況を何とかしてほしい、助けてほしいと

いうようなことでありました。本人は御高齢であ

ります。また、家族の方には視覚障がいを持って

いる方がいらっしゃるということであります。こ

の高齢の方に万が一のことがあったら、残された

家族というものはどうなるのかというようなこ

とでありました。これをほっておけないのは当然

であります。 

  今回の質問の入り口としてでありますが、障が

い者の方々には様々な状態の方がおられます。先

ほど申し上げました視覚障がい者の方々もその

一人でありますし、そのほかにもいろんな障がい

が存在いたします。その障がいごとに合わせ、本

市も障がい者福祉サービスを実施しております。

これはしっかりと本市でも実施しております。こ

れは間違いないところでありますが、本市で提供

している障がい者福祉サービスメニューは確実

に行われるべきであると。これはもう至極当然な

ことだと私は思いますし、私ではなくても皆さん

当然だと思います。 

  しかしながら、視覚障がい者が利用できている

サービスの中に難がある状況があると私は考え

ております。実際に利用希望者がサービスメニュ

ーに掲載しているメニューを申し込もうとした

ら、利用できなかったと、受け付けてもらえなか

ったと、そのような実態がございました。 

  そこで、１つ目の質問でありますが、視覚障が

い者の福祉サービスを明確にするためにも、障が

い者の方でサービスを必要としている方の実態

はどのように把握されているか。その障がい者ご

との人数は把握しておるのかお尋ねいたします。 

  先ほどのことでありますが、私がお聞きし、耳

を疑う状況がありました。そのような状況が放置

されたような状況がなぜ発生しているのかであ

ります。 

  そこで、２つ目の質問でありますが、先ほどの

例のように、障がい者福祉サービスメニューの中

で実施できないもの、実施の実態がないもの、こ

ういったものがあるのかどうか。あるとすれば、

その理由は何かであります。ここはしっかりと原

因を明確にしなければならないわけであります

ので、御答弁をお願いしたい。 

  そして、３番目の質問でありますが、障がい者

福祉サービスを確実に実施するためには何が必

要かお尋ねいたします。 

  次の大項目２の質問であります。 

  本市の労働者不足を解決や緩和することが本市

経済の安定化や歳入増加につながり、最終的には

市民福祉の向上に私はつながると考えておりま

す。労働力不足、これは本市に限ったことではな

いのでありますが、地方都市はどこでも同じ状況

であります。その代替としていいのかどうかなの

ですが、外国人技能実習生を労働力と表現できな

いかもしれませんが、受け入れております。職種

は様々であり、都会のコンビニやホテルで働く

方々は全て外国人と言っても過言ではない状況

であります。 

  ある地方都市においても、インバウンド客が来

る前に社内がインバウンド化してしまったとい

うような状況もあるようでございます。私はこの

ような状況が悪い状況だとは思わないのであり
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ます。なぜならば、労働力の足りない現実は状況

的にはよくないと思うのでありますが、補完でき

ている状況は展望も望めるのではないかと考え

ているからであります。 

  理想を申し上げれば、日本及び日本人でのみ労

働力が確保される状態、どんな仕事でもいとわず

行う状態、これが理想なわけでありますが、選択

の多様化が進んだ現代社会において、選択者から

どうしても選ばれづらい職種が出てくるのが現

実であります。避けられない状況があるわけであ

ります。そこに追い打ちをかけるような近年の出

生率の状況を見ると、出生率増加を当てにした労

働力の増加はまず見込めないと考える次第であ

ります。 

  そこで、１つ目の質問でありますが、現在の本

市の労働者人口を把握するために、本市の雇用状

況はどうか、また求職者や求人の状況はどうか、

職種はどうなのかをお尋ねいたします。 

  そのような労働者人口減少の代替案として考え

られるのが、やはり現在でも受け入れられており

ます外国人技能実習生の存在であります。本市に

おいても、実習生や、また派遣などでやってくる

外国人をちらほら見かけるようになってきまし

た。そのような状況でも依然として労働者人口は

足りず、企業自体も人手不足で四苦八苦している

状況であります。私は、働いてもらえる人口が増

えるのは、企業にとっても本市にとってもよいこ

とだと思うのであります。 

  そこで、２番目の質問でありますが、本市の雇

用状況の中で外国人の割合はどのような状況に

なっているのかをお尋ねいたします。また、なぜ

本市を選んだのかを調査することにより、さらな

る労働者人口を呼び込めるのではないかと考え

る次第であります。 

  そこで、３番目の質問でありますが、今後、技

能実習生の招致といってもよいかと思いますが、

その確保が地域間競争になろうかというような

現実が今あります。そのための準備としても、技

能実習生に就業先として本市を選んでもらうた

めに何が必要かをお尋ねいたします。 

  私は、最初に述べたように、本市の労働者不足

を解決や緩和することが本市経済の安定化や歳

入の増加につながり、最終的には市民福祉の向上

につながると考えているのであります。労働者不

足の緩和や解消ができれば、その企業などの業績、

売上げが上がる。もちろん労働者の可処分所得も

増える。売上げや可処分所得が増えれば、本市歳

入にもよい影響が出るのであります。そのような

観点から一般質問に取り上げさせていただいた

次第であります。これを実施していくには、難し

い問題、調整を行わなくてはいけない問題、ここ

でまだあらわになっていない問題などもたくさ

んあろうかと思いますが、御答弁のほどよろしく

お願い申し上げ、壇上からの質問とさせていただ

きます。 

○相田克平議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 鳥海隆太議員の御質問にお答えし

ます。 

  初めに、１、障がい福祉サービスの確実な実施

について、総括的な考えをお答えいたします。 

  本市では、第３次米沢市障がい者計画に掲げた

基本理念「一人ひとりが分け隔てなく、支え合い

ながら共に生きるまち」の実現のため、第７期米

沢市障がい福祉計画、第３期米沢市障がい児福祉

計画を本年３月に策定しております。この着実な

実施、実行が第一であります。 

  障がいは人それぞれであり一概に申し上げられ

ませんが、全体方針としては、障がい者の方を囲

い込むのではなく、できる限り社会の中で活動し

ていただき、その中で自己実現を図っていただく

ことができるサービスを提供することが重要と

考えております。これは子供、高齢者の方にも優

しい社会、誰にでも居場所と出番のある社会の実

現であり、私の目標とするところであります。こ

うした市が約束したサービスが絵に描いた餅に
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ならないようにしなければならないと思ってお

ります。 

  続いて、１、障がい福祉サービスの確実な実施

についてのうち、サービスを必要とする方の実態

について、大切な話なので私がお答えいたします。 

  障害者手帳の交付状況についてですが、令和５

年度末現在、身体障害者手帳3,697名、療育手帳

712名、精神障害者保健福祉手帳585名に交付され

ています。特に、身体障害者手帳交付者のうち、

視覚障がいを有する方は160名となっています。 

  障害者総合支援法による障害福祉サービスの対

象者については、身体に障がいのある場合は身体

障害者手帳の交付を受けておられる方、知的障が

いや、精神障がい――発達障がいを含みますが―

―のある方、身体障がい、または知的障がいのあ

る児童については、手帳の交付を受けていなくて

も、障がいの種別や状態などが確認できるものが

あればサービスを利用することができます。また、

難病患者等で一定の障がいのある方も対象とな

ります。 

  手帳交付者以外で障がいの状態にある方の人数

を正確に把握することは困難ですが、令和５年度

末現在、障害者総合支援法や児童福祉法による障

害福祉サービスの支給決定を受けている方は、障

がい者、障がい児を合わせて1,126名となってお

ります。 

  次に、メニューの中で実施できていないものは

何かについて、市で発行している障がい福祉サー

ビスガイドに記載しているメニューの中で、令和

５年度に利用実績が少なかったものについてお

答えいたします。 

  訪問して提供されるサービスのうち、利用実績

の少なかったものは、重度の障がいがあり常に介

護が必要な方に自宅で入浴や排せつ、食事などの

介助や外出時の移動の補助を伴う重度訪問介護、

知的障がいや精神障がいにより行動する際に常

に介護が必要な方に介助や外出時の移動の補助

を行う行動援護、視覚障がいにより移動に著しい

困難を有する方が外出するときに必要な介護を

行う同行援護が挙げられます。また、日中のサー

ビスでは、地域生活を営む上で必要な生活能力の

維持向上のため必要な訓練を行う自立訓練のう

ちの生活訓練が挙げられます。 

  ３、確実に実施するために何が必要かについて

お答えいたします。 

  サービスによって、対象となる障がいの要件や

利用目的などが異なることから、利用実績が少な

かった理由は様々な要因が考えられますが、今回

は、鳥海議員から特に御指摘のあった視覚障がい

者の移動介護に関するサービスである同行援護

についてお答えします。 

  同行援護サービスの実施状況としましては、置

賜管内において本市をサービス実施地域とする

事業所が４か所と少なく、従事できる資格のある

職員の確保が難しいことが課題と考えられます。

この課題解決に向け、同行援護サービスを含む障

がい福祉サービス事業の指定権者である山形県

と連携を図り、担い手不足の解消を目指し、実行

することが極めて大事だと考えております。 

  次に、２、本市の労働者不足を解決することや

緩和することが、本市経済の安定化や歳入増加に

つながり、最終的には市民福祉の向上につながる

と考えるがどうかについて、総括的な考えをお答

えし、詳細については担当部長からお答えします。 

  本市が、持続可能なまちづくりを目指し、今後

も発展していくためには、地域経済を支える根幹

である労働力の確保が必要不可欠であり、本市産

業全体の経営基盤の安定を図る上でも非常に重

要な課題であると認識しております。 

  現在、米沢市においては、製造業、建設業、医

療・福祉をはじめとする様々な分野で人手不足が

深刻化している状況であります。私も市長に就任

して以来、５か月間になりますが、これまで80社

以上の企業、事業所を訪問させていただきました。

その際、ほとんど全ての事業主の方から、労働力

が足りないと、こういった状況を伺っているとこ
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ろであります。 

  本市としましても、地域が慢性的な労働力不足

にある現状と今後の人口減少を鑑みますと、若者

の地元定着やＵＩＪターンの促進に向けた取組

を加速させることはもちろんでありますが、鳥海

議員の御意見にあるとおり、地域の事業所が外国

人労働者を積極的に受け入れていくことも労働

力不足解消に向けた大きな選択肢であると考え

ます。また、山形大学工学部の外国人留学生など、

技能・技術開発を担う人材の確保の手段としても

積極的に取り組むべきと考えます。 

  そのために、受け入れる事業所の意識醸成や職

場環境の整備等に加えて、外国人労働者が安心し

て日常生活を営んでいただけるよう地域のバッ

クアップも必要になります。同時に、市民の皆様、

地域社会がこれまでと同様に不安なく生活がで

きることも考えていかなければなりませんし、ま

た、公共交通のサービスの充実等、様々な課題を

解決しなければならないと考えます。 

  経世済民と、これは経済の語源でありますが、

まさに鳥海議員のおっしゃるとおり、人材なくし

て経済の発展なし、経済の発展なくして所得、そ

して税収の向上なし、税収の向上なくして福祉の

向上なしであります。地域の関係機関・団体、事

業所、さらには政府系機関、様々な関係機関とし

っかり連携しながら課題を整理して、米沢市とし

ても今まで以上に前に踏み込んでこの対応を練

るべきだと考えます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、２番、本市の労働

者不足を解決すること、緩和することが本市経済

の安定化や歳入増加につながり、最終的には市民

福祉の向上につながると考えるがどうかについ

てお答えいたします。 

  初めに、（１）の現在、本市の雇用状況はどう

かについてですが、ハローワーク米沢管内のパー

トを含めた有効求人数及び有効求職者数につき

ましては、直近の本年４月現在、有効求人数は前

年の４月に比べ568人少ない2,536人、有効求職者

数は前年４月に比べ314人多い2,590人、有効求人

倍率は前年４月より0.38ポイント低い0.98倍と

なっております。今年に入ってから有効求人倍率

は低下傾向にあります。 

  有効求人倍率低下の主な要因としましては、円

安を背景とした原材料、資材価格等の高騰に加え、

中国をはじめとした世界的な景気の減速の影響

で、中小企業を中心に事業の縮小、生産調整を行

うため求人を控える事業所が増えたこと、さらに

は、より条件のよい職場環境を求めて働きながら

求職活動を行う求職者が増加したことなどが考

えられます。 

  しかしながら、職種別の有効求人倍率を見ます

と、保安職業が6.30倍、建設・採掘が5.83倍、サ

ービス職業が2.16倍、以下、専門的・技術的職業、

輸送・機械運転、販売、生産工程など多くの職種

で人手不足の状況が続いていることが見てとれ

ます。一方で、事務的職業が0.33倍、運搬・清掃

等の職業が0.48倍など、一部の職種では極端に有

効求人倍率が低い状況となっており、全体的な有

効求人倍率の数値を押し下げる要因となってい

るところです。 

  次に、（２）の本市の雇用状況の中で外国人の

割合はどうかについてですが、市内の外国人労働

者数については把握していないため、ハローワー

クが公表しておりますハローワーク米沢管内の

外国人労働者の雇用状況を申し上げますと、昨年

10月末現在で管内の外国人労働者数は754人で、

前年に比べ197人の増、外国人を雇用する事業所

数は204事業所で、前年に比べ28事業所の増とな

っており、前年より大幅に増加している状況にあ

ります。 

  また、本市が実施しております米沢八幡原中核

工業団地や米沢オフィス・アルカディアなど市内

５つの工業団地の事業所を対象としました従業
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員数調査によりますと、本年４月１日現在、５つ

の工業団地124社の外国人労働者数の合計は276

人で、前年に比べ56人の増、外国人を雇用する事

業所数は19事業所で、前年に比べ３事業所の増と

なっており、就労や研修等を目的として本市に入

国、在留される外国人は年々増加傾向にあるとこ

ろです。 

  次に、本市における外国人労働者の技能実習生

の受入れに関してですが、外国人労働者について

は国内の人材派遣会社などの受入れ機関を通し

て、また、技能実習生については国から許可を受

けている監理団体を通して各事業所が受け入れ

るケースが大半を占めているため、通常は、あら

かじめ市内の事業所から国内の受入れ機関に対

して、職種と賃金及び就労環境などの様々な労働

条件を提示して、その条件に基づき外国の派遣機

関などを通し入国を希望される外国人側が事業

所を選択することになります。その後、事業所、

または監理団体側で外国の現地へ出向いて面接

などを行い、双方で合意した場合に受入れが成立

するという流れが多いと伺っているところです。 

  次に、（３）の今後、就業先（研修先）として

本市を選んでもらうために何が必要かについて

ですが、民間事業所での外国人労働者や技能実習

生の受入れにつきましては、先ほど申し上げまし

たとおり、基本的には受入れ側の事業所と希望す

る外国人側との間で労働条件がマッチし、双方が

合意した場合に成立するものですが、その事業所

を選ぶ際には、事業所が所在する自治体の住宅事

情や地域コミュニティーといった生活環境面も

条件の一つとして、今後より重要になってくるも

のと推察しています。 

  本市としましては、外国人労働者や技能実習生

に本市の事業所を就労先として選んでもらうた

めには、労働条件のほかに生活環境などの面にお

きましても、具体的に何が必要でどのようなこと

を望んでいるかなどを先進自治体の事例を調査

していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○２１番（鳥海隆太議員） 御答弁いただきありが

とうございました。 

  まず、視覚障がい者の件から質問を行っていき

たいと思います。 

  先ほど市長の答弁から、移動支援、同行援護、

ガイドヘルパーということがやはりできていな

いと状況だということをお知らせいただきまし

た。なぜできていないのかというところも、やは

り資格者が少ない、事業者が少ないということで

ありました。問題は、なぜそこの部分が少ないの

かということなのです。このサービスを提供する

ためには、ある一つの見方ですけれども、やはり

資格保有者が必要になってくると。資格の取得が

必要だということでありますが、なかなかこの資

格の保有者が現れないという問題があります。 

  県で資格を取れるように民間に委託して実施し

ているということなのですが、それは河北のほう

でやっていると思います。私は隣の福島県も調べ

ました。福島県では会津若松、そして福島市で行

っております。ついでに、宮城県では仙台市で行

っております。こういうところでありますが、や

はりそこまで行くのには旅費、時間、こういうも

のもかかってくる。そもそもそれを取るだけのメ

リットが事業者としてはあるのかどうなのかと

いうところも考えられると思うのであります。 

  とはいっても、まずは資格が取れるような、取

りやすい状況を私はつくっていかないといけな

いと思うのでありますが、先ほども言いましたが、

県は民間に委託してやっていらっしゃる。これは

施設に委託していらっしゃると思います。そのよ

うな状況を、この置賜地域、米沢でも行えないの

かどうなのかということなのです。私は、県に掛

け合っていただいて、米沢のどこかの施設でそれ

を実施してもらいたい。看護学校でもどこでもい

いと、実施してもらいたい、やってもらいたい、

大きい施設でもやってもらいたいと。まずはそこ
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から始めてもらいたいと思うのです。 

  先ほど壇上でも申し上げました視覚障がい者の

現状です。視覚障がい者といいますと、やはり視

力が健常者よりもないという状況で、外に出るの

も困難な状況、病院に行くのにも困難な状況、ま

た自分の趣味や余暇を、楽しみを探すのも困難な

状況、実行するのも困難な状況、そういう状態で

ありますよね。それを解消するべきだし、これ以

上は言いたいことがあるのだけれども申しませ

んけれども、県に掛け合って米沢でも実施できる

ようにすべきではないかと思うのですが、いかが

でしょうか。 

○相田克平議長 佐久間社会福祉課長。 

○佐久間 隆社会福祉課長 まず、県では令和２年

度までこのような資格取得のための事業は展開

していたわけなのですが、なかなかその後という

ところではやはり希望者が少ないという部分も

ございます。また、同行援護従事者養成研修につ

きましては、まず、一般的な課程といたしまして

20時間かかると。あとは応用編ということで、応

用課程が12時間以上かかるということで、なかな

か事業所でもヘルパーの方がこの資格を取得す

るというところまでは至っていないというよう

な状況であります。 

  また、市内においても看護学校等もございます

ので、県にも働きかけながら、開催できるような

体制も研究してまいりたいと考えます。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○２１番（鳥海隆太議員） これは、もうすぐにで

もやらなければいけない問題だと思います。本市

において、サービスメニューに載せておきながら、

利用してください、皆さん使ってくださいと出し

ておきながら、実態ができないというサービスは、

これは本市としてもやはり胸襟を正してしっか

りとできる状態をつくっていかなければいけな

い、このように思うのは当然だし、しなければい

けないと。確かに、国からの法律の関係もありま

す。基本法の関係でも明記しなければいけないと

いうことはあるにせよ、しっかりと実施できるよ

うな状態でやらなければいけないと私は思いま

す。 

  あともう一つ、先ほど問題だと申し上げたのは、

やはり従事者の賃金というか、単価であります。

今、介護のヘルパーの方と例えばガイドヘルパー

を比べたときに、やはりガイドヘルパーのほうが

単価が安いということがあります。同率にしてく

れということまでは申さなくても、近いようなも

のであれば、施設でもやろうかという気になるの

ではないでしょうか。 

  これ、単価が違うというのはよく分からないの

ですが、そこを追及しようとも思わないのですが、

近い単価にプラスしてでも行うことによって、や

はりうちの施設でも行ってみようかと、私も資格

を取ってみようかと、グループを組んでそういっ

た人たちのために働いてみようかと、ボランティ

アしてみようかと、時間が空いたときにやってみ

ようかというような方が現れるのではないかと

私は思いますので、そこの単価の部分も検討すべ

きではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 佐久間社会福祉課長。 

○佐久間 隆社会福祉課長 同行援護に関しまして

は、なかなか資格取得という部分もございます。

ただ、移動支援事業というもう一本の事業があり

まして、そちらのほうが、本市が主体となって地

域の特性であったり、利用者の状況に応じて実施

する地域生活の支援事業の一つとなっておりま

すので、実施規定の見直しとかも図りながら検討

してまいりたいと思います。 

  また、その単価についても、やはり先ほどサー

ビスが実施されていないという部分もございま

すので、併せながら検討してまいりたいと考えま

す。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○２１番（鳥海隆太議員） 私は先ほど数字を申し

上げて説明してもらったように、利用者が少ない。

状況が状況ですから、少ないのは当たり前、実績
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がないのは当たり前なのですけれども、もう一つ

私が問題だと思うものがあります。今回、障がい

者福祉サービスというのは、中身が詳しくは分か

らなかった部分もあるのですが、一つ一つ見てい

くときに分かった部分もあります。今回説明した

以外にもこんなサービスがあるのかということ

を知りました。私は見たからそうやって分かるの

であって、多分これは一般的にはまだ認知度が低

いのではないかと思うわけなのです。利用したい

という視覚障がい者とかも含めて、その家族も含

めて、またそういったサービスを手伝ってみたい

という方も含めて、認知がやはりまだまだ行き届

いていないのではないかと思います。 

  この障がい者福祉だけではなくて、やはりこう

いったサービスはしっかりと中身が伴わないと

駄目なのですけれども、ありますよ、提供してい

ますよ、そういった周知が必要だと私は思います。

何だったら市報にこういったサービスを定期的

に載せていくとか、そういったことがあってもい

いかと思うわけなのです。そういった媒体をうま

く使って、そういった市民の皆さんに届けていく。

また、視覚障がいを持っている方には何らかの点

字で伝えるとか、そういったことがあってもいい

かと思うわけなのですが、その辺はいかがでしょ

うか。 

○相田克平議長 佐久間社会福祉課長。 

○佐久間 隆社会福祉課長 様々な障がいをお持ち

の方がいらっしゃいます。それについても、様々

なサービスを提供していることとなりますが、対

象となる方へ十分周知されていないと、またサー

ビスがあることは知らなかったというような声

があるということをお聞きしております。現状で

は、障害者手帳の交付に併せて、制度の概要であ

ったり各種サービスの内容を記載しました障が

い者福祉ガイドというものをお渡ししながら説

明しているところでありますが、また、そのほか

にも市のホームページでの情報発信も行ってお

りますが、やはり周知の部分が不足しているので

はないかというようなことは真摯に受け止めま

して、周知啓発の手法について各種当事者の団体

ですとか、関係機関の方々にも御助言をいただき

ながら、サービスを必要としている対象者の方に

対してより効果的にサービスの周知ができるよ

う検討してまいります。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○２１番（鳥海隆太議員） これはしっかりと私も

見ていきたいと思いますので、しっかりと進捗さ

せてほしいと思います。 

  次の労働者不足の質問であります。 

  先ほども数字で説明いただきました。本市にも

やはりたくさんの実習生の方、外国人の方がいら

っしゃるという状況でありますし、何も米沢だけ

の話ではないということなのです。もっとたくさ

んいるところはほかの地区にもあって、米沢の10

倍ぐらい、10倍は少し言い過ぎだな、５倍、６倍

ぐらい、そのぐらいいらっしゃる地域もあるとい

うことであります。先ほども壇上で申し上げたの

ですが、最終的にはやはり市民福祉の向上という

ところを実施、実行するためには何をしなければ

いけないのかということを考えたときに、私は労

働者不足を解消するのも一つの方法であると考

えたわけであります。 

  今後の人口動態を見ても、これは喫緊の課題で

すし、何といいましてもこの円安の状態で、先ほ

ど産業部長がおっしゃったように、ほかの国に行

かれる方もいると。しかしながら、今恐らく日本

には30万人ぐらいの実習生の方がいらっしゃる

と。そうやって日本を選んでもらっていると。今

現在でも日本にやってくると。その実習生の方は

なぜこのような賃金の為替の格差があるのに日

本に来るのかとインタビューしたら、やはり一番

最初の答えが、日本は安全だということです。日

本には差別がないと、働きやすいと、環境がいい

という答えが返ってきたそうです。 

  本市で実習生を市が受け入れるわけにはいかな

いわけですが、そういう部分を本市が整備するこ
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とによって、実習生の方も米沢なら行ってみたい

と。雪があっても行ってみたい、雪が見たいから

行ってみたいと、そうなるかどうか分からないで

すけれどもね。そういう状況がつくり出せるので

はないかと思うわけなのです。言ってみれば環境

整備、先ほど言った安全であるとか、日本を選ん

でもらう部分ですね。あと、今既にたくさんの実

習生を受け入れているところでは、こういう悩み

があるのだそうです。やはり住居の確保が大変だ

と。住居の確保を行政的にお手伝いしていただけ

れば、それは非常に実習生、研修生にとっても選

択肢の中に入る一つになるということです。 

  あともう一つは、言葉の壁がある。日本語を勉

強して日本にやってきても、やはり本格的な言葉

は国内で学ばないと駄目だということで、受け入

れた地域で、あるところはその国の言葉に合わせ

た日本語を教えるような組織をつくったそうで

あります。その先生は６か国語に対応できるとい

う先生だったわけですけれども、これが非常に受

けていると、非常に喜んでもらっているというこ

と。 

  そして、もう一つは地域とのコミュニケーショ

ンでした。やはりどうしても実習生の方は地域で

孤立しがちになると。それを防ぐためにも、地域

が一体となって受け入れると、コミュニケーショ

ンを取ると、行事に出てもらうと、一緒にみこし

を担いでもらう、こんなことをやっているそうで

す。本市においても恐らくやっていることだと思

うのですが、本市にはいろんな国籍の方がいらっ

しゃる、「ＹＩＲＡ」もあるわけですから、そう

いったところを利用して、まずは言葉とか、あと

は住居とか、そういったところを整備することに

よって、実習生に選ばれる米沢市というものが出

来上がっていくのではないかと思うのでありま

すが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 議員がお述べのとおり、

本市では米沢市国際交流協会「ＹＩＲＡ」がござ

いますので、そこと連携しながら、本市に在住す

る外国人に対する生活支援を行っているところ

であります。 

  具体的に申し上げますと、外国人向けの日本語

教室などをもちろん開催しておりますし、あとは

４か国語で生活ガイドブックを作成して、希望者

には配付しております。また、ホームページにお

いても公表しているところであります。そのほか

にも、市民と外国人とのやはり相互理解、交流と

いうのは非常に大切なことで、それぞれ文化の違

いとか、そういったところをお互い知り合うとい

うことは大事だと思いますので、そういったこと

に関しては、国際交流のイベントなどについても

開催しているところであります。 

  今後につきましては、そういった取組のほかに、

外国人労働者が今働いていらっしゃる市内企業

がありますので、そういったところを訪問しなが

ら、どういったニーズがあるのか、そういったと

ころを聞き取りしていきたいと考えております。

そういったところを対応しながら、今後も外国人

の方に来ていただけるような取組をしていきた

いと思います。 

  住居の件に関しましては、建設部長から答弁い

たします。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 私からは、外国人労働者への

住居の提供についてお答えいたします。 

  本市が取り組んでおります住宅施策の一つに、

セーフティネット住宅というものがございます。

この住宅につきましては、国の補助金を活用しな

がら整備を行ったものでありますが、外国人の方

も含め、住宅に困窮する低額所得者や子育て・新

婚世帯などを対象としているものでございます。

家賃低廉化補助金によりまして低額の家賃で居

住することが可能であります。 

  また、今年度より空き家対策の施策の一環とい

たしまして、新しい空き家のマッチング制度を開

始いたしました。労働者もしくは企業様から申込
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みがあった場合には、居住の取得であったり、賃

貸について希望に沿った空き家を市で探しマッ

チングすることも可能であります。これら両制度

につきまして関係団体と連携いたしまして、多方

面に制度周知を図りながら、住宅確保の支援とな

るような取組をしていきたいと考えております。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○２１番（鳥海隆太議員） ありがとうございます。 

  技能実習の制度も変わります。そういった状況

の中にもありますので、そうなってくるといろい

ろと影響の出る部分もあろうかと思うのですが、

間違いないのは、やはり選んでもらえる環境をし

っかりとつくっておくというところだと私は思

うわけであります。 

  また、近年、窃盗とか、そういった話も聞きま

すが、やはりしっかりと住民とのコミュニケーシ

ョン、こういったものをしっかり取っていれば、

絶対起こらないとまでは言い切れない部分もあ

りますが、大分減らすことはできるし、また、冒

頭でも申し上げたように、福祉の向上に必ずつな

がるはずだと私は信じておりますし、先ほど成澤

議員の言っていた駅前の話でも、そういった福祉

の向上ということで実施できる歳入にもなるの

ではないかとも思いますし、いろんなところにも

やはり歳入として役立ってくると私は信じてお

ります。 

  残すところあと４分でございますが、市長、思

いを表すことがあれば言っていただきたいと思

います。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 鳥海議員、ありがとうございます。 

  本当にやはりいろんな方々に活動の機会が与え

られる社会というのは、私はたまさか健常者であ

りますけれども、とはいってもやはりいろんな

方々がいらっしゃるわけで、それは本当にユニバ

ーサル社会といいますか、非常によい社会だと思

っているのです。そういう地域はやはり活発にな

るわけであって、そして、ひいては鳥海議員がお

っしゃっている行政の根本の役割である福祉の

向上に必ずつながると。福祉を充実させることは、

一見コストをかけているようであるけれども、実

は最終的には税収といいますか、経済の活性化に

つながるのだというのは全くおっしゃるとおり

だろうと思います。 

  実際に、これはまた他の自治体の話で恐縮です

が、兵庫県明石市、泉房穂元市長、非常に最近マ

スコミ等で有名でありますが、彼は子育てだけで

はなくて、加えて福祉というものに非常に力を入

れた結果、税収を上げたという実績もあるわけで

あります。 

  また、鳥海議員のもう一つ指摘された外国人労

働者の件も、本当に今まで市が正面切ってなかな

かまだ体制は整えていなかった部分、出遅れた部

分もあるかと、私もそう思っております。こうい

った部分についても、きちんと体制を整えて受け

止めて、そして事業所の力を強化するという、鳥

海議員の指摘、全く私も同感いたしますので、市

役所内でもしっかり政策を検討して実行しても

らいたいと、このように思うところでございます。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○２１番（鳥海隆太議員） ありがとうございまし

た。 

  最後に一言だけ、行政、そして我々のやはり存

在する目的というのは、市民の生命と財産を守る、

そして市民福祉の向上に努める、こういったこと

が我々の最大の目的であると考えておりますの

で、どうかそれを基に実施に近づけていただきた

いと、このように申し上げながら質問を終了した

いと思います。ありがとうございました。 

○相田克平議長 以上で21番鳥海隆太議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 
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○相田克平議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時１４分 散  会 
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